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午前１０時００分 開議

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（中元優君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（中元優君）

には、

広 瀬 寛 人 君

北 猛 俊 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

日程第１

市政に関する一般質問

────────────────────

日程第１ 市政に関す○議長（中元優君）

る一般質問を行います。

質問の順序は、御配付のとおり順次行いま

す。

質問は１０名の諸君により、２１件の通告

があります。質問に当たっては重複を避け、

また、答弁に際しましても簡潔にされるよう

御協力をお願い申し上げます。

それでは、ただいまより日里雅至君の質問

を行います。

１８番日里雅至君。

－登壇－○１８番（日里雅至君）

通告に従い、質問をしてまいります。

先般行われました市長選挙において、多く

の市民の支援を得て初当選された市長に、心

より敬意と祝意をあらわす次第でございま

す。市政の担当に当たりましては、公正で公

平な行政、豊かで住みよい富良野の町づくり

を目指し、取り組んでいただけることと期待

をするものであります。

それでは、所信表明についてお伺いをいた

します。

市民の行政に対するニーズは多様化し、し

かし財政状況は厳しく、行政はあれもこれも

の施策から、あれかこれかの厳しい選択が必

要な時代になりました。危機的状況にある経

済情勢への対応、少子高齢化に伴う施策、行

財政改革の明確な筋道、行政の役割と責任、

民間の役割と責任、町づくりデザインの構築

とプロセス、政策決定に至る情報の開示、真

の市民参加のあり方、公共事業に対する市の

考え方、市町村合併への取り組みなど、非常

にスキルの高い、そして高度な判断力、そし

て強力なリーダーシップが要求されます。庁

舎内での理事者、部課長、職員、そして各課

横断的な施策に対する意思の確認、合意形

成、責任所在の明確化、市民に信頼される市

政であることを望みます。

新市長が市政に取り組むに当たっての基本

的な考え方、４点についてお伺いをいたしま

す。

１点目、市民のための市役所はどうあるべ

きか。

２点目、この時代の市民が求めているリー

ダー像をどのようにとらえているか。

３点目、市政運営に新市長としてリーダー

シップをどのように発揮されるか。

４点目、高田市政をどのように継承される

のか。

この４点について、まずお伺いをいたしま

す。

次に、市民対話と情報開示についてお伺い

をいたします。

行政と市民が力を合わせた地域づくりを進

め、情報共有、市民参加、説明責任を積極的

に行い、市民とさらなる信頼関係を築き、市

民の顔が見える町づくり、市民が主役の町づ

くりの実践を、新市長が先頭に立ち、強力な

リーダーシップをとられ、この難局を乗り切

らなければならないと考えます。市長は、地

方行政システム、行政サービスの効率性、徹

底した情報の開示を行い、情報を市民と共有

し、市民参加と協働を推進し、富良野市のさ

らなる発展の実現に向けて努力をすることを

期待するものであります。
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そこで、２点についてお伺いをいたしま

す。

１点目、市民対話と情報開示の基本的な考

えと具体的な取り組みについて、お聞かせを

いただきたいと思います。

２点目、情報共有と、市民参加条例に基づ

く市民とともに築き上げる町づくりの考え

方と、取り組みについてお伺いをいたしま

す。

次に、行財政改革についてお尋ねをいたし

ます。

我が国は、人口減社会に突入をいたしまし

た。人口減少に伴って、自治体の税収の減少

が予想される状況では、各自治体による歳

出減などの懸命な努力がない限り、持続的な

自治体財政は成り立たないと思います。ま

た、人口減少、高齢化によって、町の担い手

も減少、高齢化し、さらに車社会の進展に

伴って、住民同士の顔なじみの関係が薄れる

中では、当該地域固有の社会、文化の継承

はもとより、顔なじみの協力関係であるコ

ミュニティの維持すら困難になると考えま

す。

国の危機的財政状況を背景に、地方を取り

巻く経済環境は悪化の一途をたどっており、

厳しい時代を迎えております。分権時代に対

応した自治体の基盤を確立し、経営的な視点

に立った仕組みと、職員の意識改革、市民の

協力が重要であります。また、効果的な行政

運営による市民満足度を高めるための行政改

革、税金の１円まで生かすための基盤強化

と、財政改革が求められています。

そこで、４点についてお伺いをいたしま

す。

１点目、身の丈に合った、むだのない、具

体的、効率的な運営をどのように進めるの

か。

２点目、組織機構と事務見直しの取り組み

の内容について。

３点目、定員適正化計画の推進の取り組み

について。

４点目、市税など、収納プロジェクトの取

り組みについて、お伺いをいたします。

次に、農村観光都市構想の形成についてお

尋ねをいたします。

富良野圏域の将来を考え、富良野を中心と

した農村観光都市形成を図り、自然豊かな景

観を生かした農業と観光の振興を進めるとい

うようにおっしゃっておりますが、それぞれ

の基幹産業である農業、観光、商業含めて、

非常に厳しい状況にあるというふうに思って

おります。農業においては、担い手の支援対

策を絞り込む品目横断的安定対策の対応、農

家の減少、安心、安全の農業、国際競争の激

化など。また、観光においても、エコツーリ

ズムの取り組み、外人観光客の誘致、シー

ニックバイウェイとの連携などなど、課題が

山積みをしております。

そこで、３点お尋ねをいたします。

１点目、基幹産業の農業、観光、そして商

業をどのように結びつけ、経済の活性化を図

るのか。

２点目、食、体験、教育観光の具体的な取

り組みについて。

３点目、移住者が安心して住める環境とは

どういうことなのか、お尋ねをいたします。

次に、市町村合併についてお伺いをいたし

ます。

市町村合併は、その町に暮らす住民にとっ

て、生活を左右しかねない、大変重要な問題

であり、住民が主体となって、住民の意思に

よる判断が尊重されなければなりません。そ

のためにも、市町村合併は、みんなで自分の

住む地域、町を見つめ直し、これからの地域

づくり、町づくりを考える絶好の機会でもあ

ると言われております。今後の富良野の方向

を示すべく、また、市民が期待する町づく

り、そしてこれからは、富良野圏域の方向

性、圏域に住む住民が期待する町づくりが加

わります。将来をどのような方向性を持って

行政運営をし、行政サービスを効果的に行う

のかが問われ、福祉、医療、保健、また、ス

ポーツ、文化の発展、行政経費の節約、地域

のイメージアップ、雇用、定住人口の確保、
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それぞれの町の、地域の資源を生かし、個性

ある町づくりと、合併後の新しい町づくりの

シミュレーションと調整が必要不可欠と考え

ます。

市長は、当然のように、選挙公約に市町村

合併の環境をつくりますと挙げ、強く市民に

訴えてこられました。さらに懇談会において

も、中身に肉づけを行い、内容の濃い説明を

行ってきたと思います。選挙公約にも挙げた

この大きな課題について、４点お伺いをいた

します。

１点目、新市長として、合併に対する考え

と目指すもの。

２点目、自治の形の説明会で、市民の反応

は、そして今後の方向づけの部分について、

お尋ねをいたします。

３点目、富良野圏域１市３町１村の最終出

口に向かう土壌づくりの戦略と、目標年次に

ついてお伺いをいたします。

４点目、今後の富良野の町づくりデザイン

をどのように構築するのか、お伺いをいたし

ます。

それでは、６点目になります。富良野市総

合計画についてお尋ねをいたします。

市長は所信表明の中で、財政的に大変厳し

い状況ながらも、ふれあいややさしさ、感動

富良野をテーマとし、６年目を迎えた富良野

市総合計画の着実な推進を図ってまいります

と述べられております。このことは、前高田

市政を継承され、引き続き富良野市総合計画

推進を図られると判断しているところであり

ます。

平成１７年度、富良野市総合計画ローリン

グ結果を踏まえ、富良野市総合計画実施計画

は、当初、１８年度から後期計画がスタート

の予定になっておりましたが、大きく変動す

る情勢への対応として、平成１７年度から６

カ年を３カ年に区切り、中期、後期計画とし

て見直しがなされ、平成１８年２月に公表さ

れました。３カ年に区切って見直しの機会を

増加させるということでございました。実施

計画の中期、後期の見直しの内容と、今後の

取り組みについてお伺いをし、１回目の質問

とさせていただきます。

御答弁を願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

日里議員の御質問にお答えしてまいりま

す。

市政に関する所信表明についての、市政に

対する基本的な考えについてでありますが、

町づくりの基本は、市民との信頼関係のもと

で、市民が町づくりに主体的に参加し、町に

誇りを持ち、住んでいてよかったと実感する

ことが必要だと感じます。市民は何を求めて

いるのか、市民ニーズを的確にとらえ、今何

をしなければならないのか、市民の視点に

立った発想と行動をしてこそ、信頼が生まれ

るものであると考えます。また、リーダーと

して、市民との信頼関係を築き、市民の負託

にこたえ、行政運営に努めるものと考えてお

ります。

私は、職員の意識改革と対話を重ね、既存

の枠組みや従来からの発想にとらわれない、

柔軟な発想と問題意識を持ち、市民の目線に

立って、ともに行動してまいたりいと考えて

いるところでございます。また、平成１２年

度に市民参加により策定いたしました富良野

市総合計画を引き継ぎ、財政的に大変厳しい

状況であることを踏まえ、行財政改革を進

め、実施計画の見直しを行いながら、計画を

推進してまいります。

次に、市民対話と情報開示についてでござ

いますが、広報広聴活動におきましては、市

民にできるだけ多くの行政情報の提供を行

い、対話と参加意識の醸成を図ってまいり

たいと考えております。中でも、広報ふらの

やホームページ、新聞、ラジオなどは、広く

市民に情報の媒介として定着し、親しまれ

ておりますので、積極的に活用してまいりた

いと考えているところでございます。今後

につきましては、地域懇談会を初めボラン

ティアや女性、青年層、農業団体、商店街、

企業、団体など、各種組織団体と対話を進
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め、町づくりの課題をともに考え、解決する

ための方向性について、互いにできることか

らその実践ができるように努めてまいりま

す。

また、情報共有と市民参加のルール条例に

つきましては、市民が町づくりに主体的に参

加できることによって、市民が町に誇りを持

ち、住んでいてよかったと思える町を市民と

行政がともに考え、ともにつくり上げること

を目的に、昨年７月１日に施行いたしたとこ

ろでございます。

私は、この本条例は、市の持つ情報は市民

のものであることを基本として、積極的に市

民に情報を提供し、市民の意見を市の施策や

事業に反映させるための手続を制度化したも

のであります。現在、市の施策や事業の立案

から決定過程において、その経過や内容につ

いて、パブリックコメントや審議会、意見交

換会などで市民参加手続を実施しているとこ

ろでございます。本格的な条例運営から１年

を経過した段階であり、今後、こうした市民

参加手続における実践を行政が重ねていくこ

とが必要であり、その中から問題点や課題を

明らかにしながら、市民とともに考える土壌

づくりを図ってまいりたいと考えておりま

す。さらに将来的には、市民と行政がともに

行動するための協働の推進に向けたルール化

を図り、私は、最終的には自治体の憲法と言

われる自治基本条例の制定に向け、検討して

まいりたいと考えております。

次に、行政改革についてでありますが、国

の三位一体改革による地方交付税の大幅な削

減など、財政を取り巻く環境が大変厳しい中

におきまして、行政改革の基本的な考え方

は、公正、透明で、市民の目線に立った市政

を推進し、市民と行政が協働し、自主性と自

立性の高い行政運営を確立することでありま

す。

次に、身の丈に合った、むだのない、効率

的な運営のあり方についてでございますが、

収入に見合った支出による行政運営を基本と

し、限られた収入の中で、より効率的、効果

的な行政運営を図るため、恒常的な事務事業

の見直しなど、最小の費用で最大の効果を得

るよう、取り組みを推進してまいりたいと考

えております。

次に、組織機構と事務事業の見直しについ

てでありますが、私は、このたび６月１２日

の人事異動に当たりまして、特にコミュニ

ティ活動と市民対話の充実の強化に向け、担

当の主幹の配置をいたしました。また、国民

保護計画策定と防災対策の強化を図るため

に、ここに担当主幹の配置をさせていただき

ました。また、契約事務の集中管理に向け、

係員の増員、地域福祉、障がい者自立支援法

の施行等による福祉部門の充実に向け、増員

をいたしました。また、国際的な観光都市と

しての観光行政の強化のため、観光室の設

置、さらに、助役兼掌による収入役業務が、

平成１９年４月１日適用からの地方自治法が

改正になります。そのため、会計室を設置し

たところでございます。

次に、職員の定員適正化計画についてでご

ざいますが、平成１８年度策定に向け、取り

組んでまいりたいと考えているところでござ

います。なお、平成１７年度には３４０名、

平成１８年度は、当初３２６名の１４名減の

執行体制となったところでございまして、適

材適所として配置をさせていただいたところ

でございます。

次に、市税等の収納対策プロジェクトにつ

いてでございますが、現在設置しております

市税等収納対策会議と、国保税等徴収強化対

策会議を一本化し、負担の公平と収納向上に

向けて、庁内関係部署の横断的な対応ができ

る体制として、プロジェクトチームを設け、

市税、国民健康保険税、介護保険料、保育

料、公営住宅使用料等の収納対策に取り組ん

でまいります。

次に、農村観光都市形成についてでありま

すが、１点目は、農業と観光との連携につい

てでございます。

本市は、大雪山山系と夕張山系を背景に、

農業と観光を基幹産業として町づくりを進め
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ているところでございます。これまでの観光

は、肥沃な大地で営まれる農村の景観に支え

られ、見る観光が主でありましたが、今後

は、農業基盤都市として、富良野における日

常生活などを満喫し、滞在日数を増加させる

滞在型観光の基盤整備を進め、消費の拡大及

び交流を通して、農業と観光、商工業など、

地域経済の活性化が図られるものと私は認識

をしているところでございます。

２点目の、食観光についてでございます

が、新鮮で旬の富良野で生産される農畜産物

を活用した富良野らしい食の提供や、特徴の

ある地場農畜産加工品の開発、既存特産品の

付加価値向上を目指した活動を行っている農

産加工研究会などと連携をし、さらなる食の

観光の創出を図るものでございます。

次に、体験観光についてでありますが、豊

かな森林や自然を活用した、健康増進、動植

物などの観察や、親子とのふれあい、また、

食を支える農業の、食育農業から学ぶ農業体

験などを行うものであります。

さらに、教育観光についてでありますが、

東大演習林との連携による、森林や自然科学

を通した学習、文化、芸術を通した多彩な観

光資源の活用により、滞在型観光の推進を

図ってまいります。

次に、市町村合併についてでありますが、

国は平成１７年４月１日に合併新法を施行

し、市町村に合併協議会設置勧告や合併協議

会にかかるあっせん及び調定など、都道府県

の権限を強化し、平成２２年３月３１日まで

の５年間で自主的な市町村合併を推進するこ

とにしております。

さらに北海道では、市町村を取り巻く社会

経済情勢の変化や、合併新法に基づく国の指

針を踏まえ、ことし６月２日、合併に関する

北海道の考え方や合併の組み合わせとして、

北海道市町村合併推進構想を示したところで

ございます。

このような情勢の中に、市といたしまして

は、人口減少や少子高齢化社会の進行、日

常生活圏の拡大や地方分権改革の進展、市町

村の行財政基盤の充実、強化や、農業と観

光による産業の発展に向けて、富良野圏域１

市３町１村の最終出口が合併に向かう土壌づ

くりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

自治の形を考える地域懇談会は、６月１２

日から２３日まで、市内１０カ所で、２９０

名の市民の参加をいただいたところでござい

ます。地域懇談会においては、自治の形検討

プロジェクトからの報告をもとに、市町村を

取り巻く環境の変化や、将来の自治の形とし

て、住民自治を確立するための考え方や、団

体自治強化のための市町村連携、広域連合、

市町村合併、広域都市の四つの選択肢を示

し、市民との意見交換を行ったところでござ

います。

市民の反応といたしましては、積極的に合

併協議を進めるべきという意見がある一方

で、各町村の意思を尊重して、時間をかけて

慎重に話し合うべきとの意見もありました。

このような市民の考えや、議会における御意

見を十分に踏まえ、７月下旬開催予定の富良

野地区広域市町村圏振興協議会委員会におい

て、今後の富良野圏域の方向性を協議する予

定であります。市民の理解につきましては、

富良野市の将来の重要な課題でありますの

で、市民の理解を深めるため、市民の皆様と

ともに考え、ともに話し合う場を今後とも数

多く設けていきたいと考えているところでご

ざいます。

次に、富良野圏域１市３町１村の最終出口

が合併に向かうためには、私は、自治体同士

の一体感、互いの利益が見通せる共通感、そ

して互いに尊重し合える信頼感の醸成が重要

であり、合併する、しないにかかわらず、合

併協議会の設置が必要であると考えておりま

す。

次に、今後の富良野圏域の町づくりについ

てのデザインについてでございますが、自治

の形検討プロジェクトから示されました、将

来にわたってこの地域が支え合い、助け合

い、認め合い、みずから考え、行動し、小さ
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くてもきらりと光る自治を基本的な考えとし

て、住民自治を確立しなければならないと考

えております。

次に、富良野市総合計画についてでござ

いますが、富良野市総合計画につきまして

は、平成１３年度から平成２２年度を計画期

間といたしまして、平成１２年度に基本構

想、基本計画を策定し、さらに前期５カ年、

平成１３年度から１７年度実施計画、後期５

カ年、平成１８年度から２２年度の実施計画

をそれぞれ策定いたしました。しかし、交付

税の大幅な削減、国庫補助金の大幅な見直

しなどにより、後期実施計画の見直しを１年

早め、平成１６年度に中期実施計画、後期実

施計画を策定するとともに、毎年ローリン

グを行い、事業費の精査、調整を図りなが

ら、実行性のある実施計画をとるように進め

てまいりました。本年度におきましても、実

施計画のローリングを行い、事業内容及び事

業費等の精査を実施するところでございま

す。

しかしながら、国におきましては、今後、

５カ年間を目途とした骨太の方針の７月上旬

の閣議決定が予定されており、地方単独事業

の削減や、地方交付税も不透明な状況となっ

ているこちとから、国の動向など、情報収集

に努め、的確な収入の推計に努めるととも

に、ローリングに当たっては、住民ニーズや

緊急性などを十分に把握しながら、収入に

合った事業の選択、見直しを行い、市民生活

重視の町づくりに努めてまいりたいと存じま

す。

また、１７年度のローリング、平成１７年

１２月調整におきましては、事業費、事業内

容、実施計画の精査をしてまいりました。そ

の結果、中期計画では事業費が減額となった

ものの、後期計画では新たな需要の発生など

により、事業費が多少増額をしております。

今年度も中期及び後期実施計画のローリング

を行い、事業精査を行うとともに、住民ニー

ズに合った的確な事業の選択を行ってまいり

たいと存じます。

以上でございます。

御質問の中で、答弁漏れがありましたの

で、つけ加えをさせていただきます。

御質問の中で、移住者が安心して住める環

境につきましてという御質問でございますの

で、この点についてお答えをさせていただき

ます。

移住者が安心して住める環境につきまして

は、本市を訪れ、定住を望む滞在者に対しま

して、町内会など地域コミュニティや、住居

や仕事など、生活情報の収集や周知など、北

海道移住促進協議会とともに連携をしなが

ら、支援体制の拡充を図ってまいります。ま

た、移住者の対象につきましては、私は、若

年層から熟年層まで、幅広く考えているとこ

ろでございます。

これまでに、移住者につきましては、文

化、芸術、クラフト工芸など、多彩な職種の

方々の定住化が図られているところでござい

ます。今後におきましても、従来行ってまい

りましたところの農業担い手の育成などと同

様、農業への参入など、幅広い取り組みも重

要であると認識をいたしているところでござ

います。したがいまして、農村生活を楽し

み、理解していただくことから始め、将来的

には農業への就農などへつながることも期待

されるところでございます。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（中元優君）

１８番日里雅至君。

今、新市長の方か○１８番（日里雅至君）

らるる御説明がありましたけれども、具体的

に何をどうするかといった部分が見えない。

ただ方針に述べたことを繰り返しておられる

のかなと。答弁に対しては、大変期待外れで

ありました。前市長の継承といった部分の中

で当選をされてきたと私は認識をいたしてお

ります。そういった意味合いにおいても、事

業、それから施策の精神なのか、そういった

部分も含めて、能登カラーといいますか、能

登色といいますか、色をもう少し明確に出さ

れてはと思います。
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リーダーの関係ですけれども、私が思う

リーダー像といった部分については、まず１

点は、トップセールス。企業の誘致だとか予

算獲得という狭い意味ではなくて、市民だと

か、企業だとか、全道、国、世界に向けて、

トップセールスというイメージで発信できる

リーダーといったものを求めているのかなと

思いますし、改革、連帯の、当然時代の必然

といったものを持って今あるところでござい

ますので、そういった姿勢を持った、前向き

なチームワークを形成できるリーダー、そし

て、理念、市民のために市役所がどうあるべ

きかという理念、目指す方向をしっかり持っ

たリーダー、国と道、周辺町村との関係、幅

広いヒューマンネットワークを持ったリー

ダーというふうに私は思っておりますけれど

も、そういった部分を含めて、リーダー像、

再度、市長のお考えをお聞かせをいただきた

いと思います。

それから、２点目の市民対話と情報開示と

いうところでございますけれども、これも全

く今までどおりということでありました。何

をどう新しい取り組みを含めて、広報広聴活

動の新しい取り組み、何をどうしたいのかと

いったところをもう少しお話をいただきたい

と思っております。

それから、町づくり条例に基づくといった

部分の中では、おっしゃるとおりだと私も理

解をいたしております。その中で、最終的に

は、特別委員会をやっておりました関係で、

最後の方に、４点目で意見を付した部分であ

りますけれども、町づくりの基本となる自治

基本条例の制定を今後課題とされたいという

意見を付しております。今、市長のお話です

と、策定に向けて検討していくと。この部分

については、年次含めて、この４年間で、市

長の任期が４年といった部分の中で、ここで

つくり上げるのか、また、その部分の中で

は、もう少し皆さんとお話をしながら策定に

向けていくのかといったものの中で、お聞か

せをいただきたいと思います。

それから、行財政改革の関係でございます

けれども、これも身の丈に合った、むだのな

い、効率的な運営といった部分の中では、理

解するところであります。この身の丈に合っ

たという部分の中で、やっぱり数値的含め

て、基準含めて、どれが基準なのかといった

部分の中で、私はちょっとわからないなと思

います。

そして、今回、最近話題となっている夕張

の関係でありますけれども、再建団体に転落

したということであります。最近では、また

非常事態宣言だとか、財政再建団体入りの可

能性があるといった部分などで、５３市町村

が可能性があるという形になっております。

歳入歳出を均等にという、効率的にというお

話ではありましたけれども、市民の皆さん方

もこの辺のことは非常に関心を持っているの

ではないかと思っております。そんな意味

で、富良野の実態を含めて、どうなのかとい

うところをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

それから、４点目の市税の収納の関係でご

ざいますけれども、未収金対策というところ

で、１人増員されたかどうか、ちょっとわか

りませんけれども、そういった形の中で、公

平、公正を図るために取り組んでいくという

ことで、前段の部分の中では、昨年までは富

良野市税等収納対策会議ですか、こういった

ものがありまして、各課にまたがっておりま

した。その中で、この目的については、要す

るに収納向上を目的に、実行性のある組織と

して取り組んでいくのだというようなことで

ございますけれども、この関係について、た

だ名前を、ただ横文字にプロジェクトと変え

た部分の中で、この対策会議と、この収納プ

ロジェクトといった部分の相違といいます

か、何がどう変わって、市民のためにどうな

るのだといったところを明確にお答えをいた

だきたいと思います。

それから、次の農村観光の部分でございま

すけれども、これもどうしたら農業と観光と

商業が、要するに絡み合って、結びついて、

経済の活性化を含めてなるのだということ
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と、それぞれのなりわい、農業はそれぞれな

りわいを含めてみんな経済を持っているわけ

ですから、そういった部分の中で、それぞれ

の課題を含めて、たくさんあるわけです。そ

ういったところの整理もせずに、言葉尻は大

変よろしいかと思います。具体的に何をし

て、この経済の活性化に当てるのだといった

ところ、再度お答えをいただきたいと思いま

す。

それから、２点目の、食、それから体験、

それから教育といった部分の中で、各、市長

お答えをいただきましたけれども、これは、

食は農業、体験は学習センター含めて教育、

それから、いろいろな部局との横断の形の中

で、連携というのは非常に重要になってくる

と思っております。これはどこでどういうふ

うに連携を強めてやるのかわかりませんけれ

ども、そんなことを含めて、今までの縦割り

行政の中で、本当にこういった連携がとれる

のかどうか、そういった形の中で、本当に強

力なリーダーシップを発揮されて整理をされ

るのかといったところもお聞かせをいただき

たいと思います。

それから、移住者が安心して住める環境と

いった形の中で、私が聞いた限りでは、市長

は公約を含めていろいろお話をしている端々

に出てくるのが、団塊の世代を含めたところ

で、要するに農業の担い手に持ってくるのだ

よというようなお話はされていたと考えてお

ります。そういった中で、移住者という対象

は、団塊の世代ではないかなと、市長が思っ

ていらっしゃる部分の中では。どの職業を念

頭にしているかというと、農業担い手対策の

関係ではないかということですけれども、再

度、その辺のところのお話をお聞かせをいた

だきたいと思います。

それから、市町村合併の関係でありますけ

れども、私、新市長の合併に対する考えを、

要するに語っていただかなければ、市民含め

て、富良野圏域の皆さん方が議論の対象にな

らないのではないかなと思っております。１

０日間にわたって、１０会場でいろいろと説

明会を開催をしてきたと聞いております。そ

の中で、ある市民の皆さんから、市民という

か知り合いの方からお話がありまして、この

懇談会の中で、市長が何を要するに訴えたい

のか、合併推進なのか、広域連合なのか、

どっちを選択しようとしているのか、そこを

明確にしてくれないと、議論の積み上げには

ならないのではないかというお話もありまし

た。新市長、市町村合併の町村の将来計画

や、地方分権の課題を解決するお考えはある

のでしょうか。それから、環境整備、土台づ

くり、そういった部分の中で、解決をしなけ

ればならない問題だと思いますけれども、そ

の辺、新市長、いかがですか。

それと、当然、私は推進の方のスタンス

といいますか、軸を持っておりまして、す

る、しないは別にして、合併協議会の立ち上

げといったものを明確に市長から、富良野圏

域のリーダーで、信頼を重ねている町村の皆

さん方がいるわけですから、強力にリーダー

シップをとってくださいよ。そして、今やら

なければならないというのは、合併論議が先

行する前に、将来の富良野の町をどう構築

していくか。市民生活、市民が生活感に不安

を抱くことのないように、市長はどうこの合

併を含めて行政を進めていきたいのかといっ

た部分をお聞かせをいただきたいと思いま

す。

それから、次に、総合計画についてであり

ます。

実は総合計画の内容含めて、ホームページ

で見させていただきました。ちょっと話はず

れるのですけれども、大変ホームページが充

実されて、富良野の市民の皆さん方に、広報

広聴活動の中では非常にわかりやすいホーム

ページであるということを評価いたしたいと

思います。

それで、市長はことあるごとに、財政的に

厳しい、厳しい、厳しい状況だというふうに

言われております。調整前の合計金額と、調

整後の予算金額では、６億円の事業の増額に

なっていると思います。済みません、ちょっ
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と数字間違っていたらごめんなさい。それ

で、１７年から１９年までの中期の計画で

は、調整後が１億２,０００万円ほど減額に

なって、情勢を勘案して見直されたのかなと

思っております。また、後期の計画の調整後

の部分については、７億３,０００万円増額

になっております。このことは、単に後期に

先送りをして見直しを図ったのではないかな

と感じるのですけれども、その辺のことにつ

いてお尋ねをいたします。

それから、財政健全化を推進したいと言わ

れる市長であります。身の丈に合った財政運

営を訴えている以上は、推進するにしても、

事業の内容の精査を図って、直接市民生活に

影響のないものは、大胆に総合計画の見直し

を視野に入れて推進していく、これぐらいの

心意気みたいなものが感じないと、そして、

所信の表明の中で事務方が書いたような文章

でなくて、市長の心からわき出るような答弁

を期待をいたしまして、２回目の質問といた

します。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

日里議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

順次お答えをしてまいりたいと思うのですけ

れども、１点目は、リーダー像という形の御

質問だったと感じますけれども、私は、リー

ダー像というのは、それぞれ人によってとり

方が、私はいろいろ違うのでないかという基

本的な考え方を持っています。行政のリー

ダーというのは、やはり住民との信頼関係が

築かれて、そこで行政の運営を協働で行って

いく、それを認めていただけるのが、私は真

のリーダーであると、このように考えており

ます。

それから、２点目の市民対話と情報開示

の、実質的に、具体的に何もやっていないの

ではないかと、こういう御指摘があったわけ

でございますけれども、私は、市民対話とい

うのは、数をたくさん、いろいろな方々とお

話をしなければ、一つのものになっていかな

というのが私の基本的な考え方であります。

行政を行う上において、一つのものについ

て、偏ったものの考え方で進めるということ

は、これから私は行政のあり方ではないと。

その上に立って考えていきますと、先ほど御

答弁させていただきました、いろいろな形の

方々、あるいは各層各界の方々と、町づくり

を含めた中で、当面する課題についても、そ

ういう話し合いをすることが、私は具体的な

進め方であると、このように考えているとこ

ろでございます。

それから、３点目の基本条例の検討時期等

でございますけれども、昨年の７月にルール

条例が施行されまして、まだ１年弱でござい

ます。条例をつくる過程から、パブリックコ

メントの実施状況を含めてやってきたわけで

ございますけれども、やはり条例をつくる中

で、経過というものが必要であります。でき

たものの経過を十分精査する、検証する中で

考えていくというのが私の考え方でございま

す。ですから、検討時期については、ここで

何年後という形でなく、精査をする中で判断

をしてまいりたいと、このように考えている

ところでございます。

次に、身の丈に合った基準、こういう御質

問でございますけれども、今、本市の予算的

なものに関しては、大体１２０億円から１３

０億円ぐらいで構築しているわけでございま

すけれども、現実的に国の三位一体改革によ

る交付税の減額、こういう状況を考えてみま

すと、本市についての身の丈に合った基準と

いうものは、やはり１２０億円から１３０億

円を堅持することが妥当であるのか妥当でな

いのか、こういう一つの基準を私はこれから

考えていかなければならない、こういう考え

方で、身の丈に合った基準ということを御提

議を申し上げたところでございまして、現

在、私は、１２０億円から１３０億円程度の

ものが今後継続できるかできないかというこ

とも、これからの精査の課題として、そうい

う意味の身の丈に合った基準ということで考

えていたところでございますので、その点で

御理解を賜りたいと存じます。
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次に、未収対策におけるプロジェクトの関

係でございますけれども、私は、新たに市税

等対策を設けたわけでございますけれども、

これは何と言っても市の歳入における財源の

大きな位置づけするものであると、このよう

に私は考えているところでございますので、

そういった観点で考えてまいりますと、この

対策チームにおいては、市税はもとより、使

用料、手数料、例えば公営住宅の使用料、あ

るいは上下水道の使用料、こういったものも

含めて、総合的に、全庁的な形の中でこの対

策をつくっていく、これがなければ、毎年、

現在、１７年度の状況を見てみますと、非常

に５月３１日現在の状況を見ましても、現行

はふえていっている傾向にございますので、

これはやはり国保税、市税についてもある程

度の努力をするものの一つの形であるという

ことで、私はこれを設置したところでござい

ますので、ただいまの実態を含めた中での御

理解を賜りたいと、このように思うところで

ございます。

次に、農村観光都市形成の、具体的には何

をすべきなのか、全然見えない、こういう御

質問であったと受けとめておりますけれど

も、私は、農村観光都市形成というのは、や

はり本市の基盤は農業である、農業を支えた

中で、観光というものがそれぞれ媒介する、

現行であれば「北の国から」、あるいはこの

自然景観を生かした中で、多くの国内、ある

いは最近では国外からもこの地域を訪れてい

ただける。こういうことを考えますと、私は

将来展望として、都市と農村の交流を一層図

る、こういうことによって、移住者がこの地

域に希望を持って住める体制づくりを行う一

つの基礎が農村観光都市づくりであると私は

考えております。

そういった観点から考えていきますと、私

は、この農業と観光と、あるいは商工業と含

めた中で、必ず商工業に対しては、観光を推

進することによって雇用対策が生まれてくる

わけです。現実的に、雇用対策が、ここ数

年、徐々に伸びてきております。ですから、

この雇用対策が一つの町の活性化につながっ

ていく大きなものであると、こういうことが

一つあると思います。

それから、二つ目には、私は商工業に対し

ても、本市においては今、本州方面から富良

野に御商売で定住を図る中で、かなりの商業

的なものの発想を転換されまして、収益を上

げている業種がたくさんございます。そうい

う方々の知恵をやはり見習っていく必要性も

ありますし、それらと提携する中で、行政と

しましても経済の向上を図るような施策的な

ものをあわせて行っていく必要がある。こう

いうことから、私は、農村観光都市形成の中

で、連携を深めることによって、雇用の確

保、新しい職種の開発、こいうものを含める

ことが地域の経済活性化につながっていく

と、このように考えているところでございま

す。ですから、具体的にはそういう方向づけ

をしながら進めてまいる、このようになると

私は思います。

そこで、次に御質問ありました、どこで現

在の食観光なり、あるいは教育観光なり、あ

るいはこれらに付随する体験観光を含めた、

市役所における行政部署の連絡的なもの、あ

るいはそこで連携した中で、どう有効的にそ

れを進めることができるのかというような御

質問だったと思いますけれども、私は、それ

ぞれ教育委員会は教育委員会の部署で、連携

をする中身的なものについては、ここに言わ

れる観光的なものと教育的なものは、余り結

びついていくような状況にはなかなかならな

いのでないかと。そういう観点から、私は、

食観光なり体験観光なり、あるいは学習、教

育観光というものは、一つには、そういう観

光的な中で強めていくということが、私は基

本的な考え方。

今御質問ありました、教育的なものという

のは、私は、道外から、あるいは道内から来

た方々にそういうものを教えていくというも

のと、もう一つは、私は、その食観光と、そ

れから体験観光と合わせた中の、こういうも

のが将来富良野にとって、食観光について
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は、食種をふやすことによって富良野に多く

の方が来てくれる、これが一つの、私はこれ

からつくっていく食観光の大きな役割であろ

うと、このようにも考えますし、もう一つ

は、それぞれ農家の方々が創意工夫する中

で、いいものをつくっていただいて、それを

地元へ来て食べていただく、こういうこと

も、一つこれからは方向を考えていかなけれ

ばならないのではないかと。

ですから、日里議員の言う、連携する中で

やっていくということは、もちろん今までそ

ういう中身的なもので連携しているものはご

ざいます。ですから、何と何をどういうふう

にして連携するというものではなく、それぞ

れ私は、学習と教育と関連してやっていくと

いうものについては、もちろん関連するもの

については進めていくべきですけれども、観

光を主体としたものについては、ただいま前

段で申し上げた基本的な考え方で私は進めて

いくべきだと、このように感じているところ

でございます。

それから、私の選挙における世代の富良

野移住に対する考え方でございますけれど

も、この関係につきましては、俗に言う団塊

の世代を中心としたものの考え方で、それを

農業に向けるという形は、お話はしていない

つもりで私は選挙をやってまいりました。私

は、団塊の世代というのは、富良野に移住し

ていただいて、その中で、６０歳で定年を迎

える方もいるわけですから、その定年の方

が、その中で年金を持って富良野に移住して

くる方ですから、それにプラスアルファで、

蔬菜的なものを販売できるような形の中で生

活を楽しんでいただく、こういう世代の移住

者を求めていく必要性があるのではないか

と、こういう私のものの考え方でございまし

て、農業を中心として、それの担い手に行く

というような考え方では現在持っておりませ

んので、その点、御理解を賜りたいと思いま

す。

次に、市町村合併に対する沿線住民に対す

る、合併に対する市長の意気込みがないので

はないか、先が全く、何を検討しているのか

と、こういう御質問でございますけれども、

私は、市町村合併については明確に、推進す

るという基本的な考え方を持っております。

その中で、相手のあることですから、当然、

推進するに当たっては、いろいろな角度か

ら、その推進する土壌づくりというものを基

本に考えていくという考えを持っておるとこ

ろでございますので、そういう点で、私は、

意思は推進をしていくという基本的な意思で

あるということだけを明確にお話をしておき

たいと思います。

それから、総合計画の関係で、先送りをし

ているのではないかと。その心意気が非常に

見えないと、こういう御質問でございまし

た。私は、この総合計画につきましては、長

期スパンでありますから、そのうちの６年目

という、後期の５年間というものは、それぞ

れ御答弁させていただきました中期、後期

と、こういう中身の中で、これから財源的に

どのような形で明確に財源が確立できるの

か、こういうことをまずベースに置かなけれ

ば、その総合計画がどうなるかということ

が、やはり財政的なものが基本になるという

考え方から、この問題は、総合的な計画の中

においては、御指摘ございました、非常に住

民の最もニーズの強いものから暫時考えてい

かなければならない問題もございますし、し

かし、ニーズだけでなく、継続的な事業の中

で、どうしても落とせないものについては、

やはりそういう形の中で進めていかなければ

ならない問題もあると、このようなことも考

えられますので、それらを含めて検討をしな

がら、総合計画の構築を図っていかなければ

ならない、このように考えているところでご

ざいます。

以上です。（「答弁漏れが２点ほどあるの

ですが」と呼ぶ者あり）

では、答弁漏れという○議長（中元優君）

ことで。

１８番日里雅至君。

１点目は、前市長○１８番（日里雅至君）
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の継承といった部分の中で、精神なのか、政

策なのか、事業なのか、全体なのかというと

ころのお話をお聞かせいただきたいというこ

とと、非常事態宣言の関係のお話をお聞きを

いたしました。本当に富良野は大丈夫なので

すねと、市民の皆さんも心配している部分が

ある、財政含めて。その辺のお話を、この２

点、答弁漏れがありましたので、お聞かせを

いただきたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

今、２点について、○市長（能登芳昭君）

答弁漏れがあったということでございますの

で、おわびをいたしますけれども、一つは、

前市長の継続をするのか、何を継続するのか

と、こういう御質問だと思いますけれども、

私は１人の人間でございますから、それぞれ

行政を行う上においては、事業を引き継いで

いくと、そういう形で御理解を賜りたいと思

います。

それから、２点目の非常事態の関係でござ

いますけれども、現在、財政的には、経常収

支比率含めて、危険水域という状況にはま

だ至っていないと、このように私も理解して

おりますので、これからそういう危険水域に

至らない状況づくりを私はやっていきたい

と、このように考えているところでございま

す。

以上で、日里雅至君の○議長（中元優君）

質問は終了いたしました。

ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午前１１時０７分 休憩

午前１１時１７分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

次に、北猛俊君の質問を行います。

１７番北猛俊君。

－登壇－○１７番（北猛俊君）

順次質問をさせていただきます。

市長は、４月に行われた市長選への出馬表

明をいち早く行われ、接戦を制して見事当選

を果たされました。前途多難な時代にあっ

て、２万５,０００人余の市民生活を守り、

富良野市の未来に向けた町づくりに取り組

む、勇気ある決断をされましたことに心から

敬意を申し上げるところであります。

市長は、長きにわたる市職員としての功績

や、特別職としての手腕、そして是々非々を

唱えて活躍された市議会議員としての見識が

高く評価されての当選と受けとめておりま

す。しかし、市長の心根をいまだ十分に理解

するには至っておりません。市長となられて

から一月余りの、まさにスタートのときであ

ります。市長の政治姿勢でもあります対話を

重ねられて、課題に対する認識を一致できる

よう、改めるべきは改め、より推進すべきは

推進する、まさに是々非々の考えで重責を全

うされることを期待するところであります。

１点目は、行財政改革についてでありま

す。

地方分権社会の到来に伴い、地方公共団体

には、自主自立した行財政運営が求められ

ております。本市は構造的に自主財源が脆弱

なことから、依存財源に頼った財政運営を強

いられている状況にあります。加えて、国に

おける三位一体の改革は、本市の財政運営に

さらなる影響を及ぼすこととなっておりま

す。

そこで本市では、抜本的な行財政改革を目

指し、行財政改革への取り組みを強化すると

ともに、今後の本市行財政運営のあるべき姿

を明らかにしていく必要があると考えており

ます。

具体的には、地域経済の低迷や人口の減

少、さらには国の財政状況の悪化等に伴い、

市税や地方交付税などの財源が縮減してお

り、肥大化した行政の守備範囲を、財源の縮

減に合わせ見直すとともに、より小さな経費

で維持できる行政体への改革を目指し、職員

数の適正化や民間活力等の導入など、行財政

運営の効率化、スリム化を図ることが求めら
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れております。

また、地方分権が一層推進されていく過程

の中で、行政と市民の役割分担のもとで、市

民生活に身近な問題については、地域に根差

した住民自治活動を市民の責任において実践

するとともに、政策策定段階から市民参加を

図るなど、市民と行政が協働しつつ、新しい

町づくりを進めていくことも重要となりま

す。さらには、今まで以上に最小の行政資

源、人、もの、経費により、最大の効果を上

げることが求められており、そのためには、

優先順位に基づく重点的、効果的な行政資源

の活用を図るとともに、市民満足度の向上に

資する成果を重視した組織機構へと転換を進

める必要があると考えております。

また、業務を遂行する職員の意識も、競争

性が薄いことや、年功序列型の人事制度によ

り、仕事に対し積極的に取り組む動機づけが

低下する傾向があることも事実であります。

こうしたことから、分権時代にふさわしい、

自己決定、自己責任の観点に立った行財政運

営のもと、総合計画に掲げる都市像の実現

と、市民の負託にこたえ得る機動力ある組織

づくり、職員の意識改革を進めることが必要

と考えております。

そこで、初めに組織機構のあり方について

お伺いをいたします。

１点目、組織機構改革に対する市長の基本

的な考えをお示し願います。

２点目、６月１２日付で、部、課、係名の

変更が行われ、商工観光室、会計室が新たに

設けられましたが、その必要性と期待する効

果について、御説明を願います。

３点目、室の設置とそれに伴う幹部職の増

員は、今までも、そしてこれからも推進しよ

うとされている行財政改革とどのように整合

するのか、御説明をお願いいたします。

次に、職員の意識改革についてお伺いをい

たします。

首長の当選後、最も苦労するのが、議会対

策と職員の意識改革であると言われておりま

す。しかし、本市が自主性、主体性を持って

誇りの持てる町づくりを推進していくには、

その担い手である職員一人一人の意識改革が

重要な課題であり、すべての行財政運営の効

率化や活性化のための前提条件であると考え

ております。

ある自治体の経営管理委員会では、職員の

意識改革には、職員みずからの手による実践

運動こそ最も重要であるとして、職員自身が

住民の視点に立って、問題や新しいニーズに

気づく感性を持ち、現場でおかしいと思った

らおかしいとはっきり言い、上司も問題意識

を共有し、それを日々の行動に変えていく。

現場の一人一人がこうした生き生きとした力

を発揮できなければ、幾ら評価制度を導入し

ても、現場への権限委譲しても、実態は変わ

らないという指摘をしております。

そこで、お伺いをいたします。

１点目、自治体改革の成否を分ける職員の

意識改革について、市長の見解をお伺いいた

します。

２点目、６月１２日付の人事異動ではどの

ような効果を期待されたのか、お伺いをいた

します。

３点目、人事考課と年功序列や終身雇用制

度に対する見解と、若年期の適正異動による

職員の専門職制に対する所見をお伺いいたし

ます。

次に、農業行政についてお伺いをいたしま

す。

富良野農業は、明治の開拓期以来、先人の

努力が実を結び、豊かな自然環境とも調和し

た生命産業として育まれ、本市の基幹産業と

位置づけられております。本市の農業は、土

地生産性が高く、農業者のたゆまぬ努力と、

生産基盤の整備や、富良野特有の気候条件を

生かし、今では道内の主要な野菜産地として

発展しております。

しかし、農業をめぐる国内外の情勢が加速

的、流動的に変化する状況の中で、農産物価

格の低迷や農業従事者の高齢化、担い手不

足、農地流動化の問題や、国の諸施策への対

応など、農業の構造改革が急がれておりま
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す。このような背景を踏まえ、魅力ある富良

野農業、農村を築くため、行政と農業者及び

関係機関、団体が共通の認識を持って、各種

農業施策が展開されることを望むところであ

ります。

そこで、お伺いをいたします。

１点目、市長の農業に対する基本的な考え

方をお聞かせ願います。

２点目、経営所得安定対策についてお伺い

をいたします。

１８年産の作付、まきつけ作業を終えて、

作付実態も明確となり、１９年産の秋まき小

麦の播種を控え、必要な手続を確実に完了さ

せる取り組みに入っていきます。新たな対策

の対象者にすべてがなるよう、万全の展開が

必要と考えております。制度への対応に向け

た進捗状況と、今後のスケジュールはどう

なっているのか、当面必要となる事項もあわ

せてお知らせを願います。

３点目、安全、安心農業についてお伺いを

いたします。

所信表明では、認証表示にかえて適正農業

規範づくりに取り組む農業者及び団体の育成

に努めるとされております。どのような手法

を考えておられるのか、お聞かせを願いま

す。あわせて、本年施行されましたポジティ

ブリスト制や、既に取り組まれている栽培履

歴、トレーサビリティシステムなど、現実的

な対応はどのように考えておられるのか、お

伺いをいたします。

４点目、新パワーアップ事業についてお伺

いをいたします。

道では、市町村との連携によって、農業者

が必要な基盤整備に積極的に取り組めるよ

う、道営の農業農村整備事業の農家負担を軽

減する２１世紀高生産基盤整備促進特別対策

事業、いわゆるパワーアップ事業を平成８年

度より実施しており、地域の要望に沿った生

産基盤の整備を進めてきております。

事業の概要は、ガット・ウルグアイラウン

ド対策の国費を利用し、平成８年度から１２

年度までの５カ年間で、生産基盤及び家畜ふ

ん尿処理施設の整備を、道と市町村で協力し

て、通常２０％前後の農家負担を最高５％ま

で減らすものでありました。これによって、

以前に比べて生産基盤整備は１.４倍から１.

８倍、家畜ふん尿処理施設は約２.８倍と、

加速的に整備が進んだと言われております。

５カ年間で約３９０億円を投資し、全国に先

駆けて行った事業でありますが、その対策要

望が非常に多く、こなし切れなかったところ

もあるのが実態と伺っております。

こうしたことから、１３年度から１７年度

まで、継続する形で新農地パワーアップ事業

を行っております。こうした土地改良事業に

伴う農業者負担を軽減する新パワーアップ

事業は平成１７年度で終了いたしましたが、

北海道においては、１８年度から、担い手の

育成と支援を目的とした新たな対策が５カ年

間の予定で実施されることとなっておりま

す。

このことを受けて、お伺いをいたします。

本市では、パワーアップ事業、新パワー

アップ事業についての事業効果を市長はどの

ように評価されているのか、お伺いをいたし

ます。

あわせて、新たな対策への参加がいまだ表

明されておりませんが、本市では新たな対策

への取り組みをどのようにされるのか。土地

改良事業についての市長の考えとあわせてお

伺いをいたします。

以上で、１回目の質問とさせていただきま

す。

御答弁を願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

北議員の御質問にお答えしてまいります。

１件目の行財政改革につきましては助役よ

り答弁させていただきます。

２件目の農業行政についてでありますが、

１点目の農業に対する基本的な考え方につい

てでございますが、私は、富良野市の基盤は

農業と認識しておるところでございます。富

良野農業の持つ多くの特性と有利性を生か
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し、長年にわたる土地基盤の整備や、野菜を

中心とした省力化栽培の確立により、北海道

でも有数な農業地域であると考えているとこ

ろでございます。そういった意味からも、農

業はまさに富良野市の基幹産業であり、持続

可能な富良野農業を構築、発展させるため

に、今後とも農業行政に取り組んでまいりた

い、このように考えているところでございま

す。

２点目は、経営所得安定対策についてでご

ざいますが、平成１９年度から品目横断的経

営安定対策が導入され、支援の対象を、全農

家を一律とした施策から、意欲と能力のある

担い手に、また、個々の品目ごとの価格政策

から、経営全体に着目した政策に一本化する

など、大きな転換が図られ、対象農業者につ

きましても、１０ヘクタール以上の耕作面積

を持つ認定農業者か、または集落営農組織と

して２０ヘクタール以上の特定農業団体及び

これと同等の要件を備えた組織に対象を限定

するようにとり進められているところでござ

います。

市におきましては、昨年末から、関係機

関、団体と協力しながら、地域別の説明会を

３回、また、全農事組合を対象に懇談会を３

９回開催したところでございます。担い手要

件を中心とした対策の概要説明を行うととも

に、経営規模や認定農業者に関するさまざま

な情報提供を行ってきたところでございま

す。また、実施した個々の将来構想に関する

アンケート結果を踏まえ、農事組合ごとの対

応方法について、関係機関、団体と協議を重

ね、既存受委託組織の生産法人化や、農業生

産法人の設立、集落営農の組織化などの方法

について検討してまいりました。その結果、

市の面積の特例等を考慮しても、平成１８年

６月現在で、１２０戸の農業者がこの対策の

担い手要件に達しない状況にございます。さ

らに、現在は担い手要件に達しない農業者に

ついて、対象品目作付予定者のすべてが品目

横断的経営安定対策に加入できるよう、関係

機関、団体と協力しながら取り組んでいると

ころでございます。

また、今後の推進につきましては、対策へ

の加入の意思を明確にすること、生産格差是

正、いわゆるゲタ対策に手を挙げること、収

入変動による影響緩和の対策、いわゆるなら

し対策に手を挙げることであるというふうに

考えているところでございます。

また、１９年産の秋小麦を作付する農業者

につきましては、当初は本年の８月までに対

策への加入手続が必要とのことでございまし

たが、６月に通知された国の方針案では、１

１月３０日までに加入手続を済ませればよい

との変更になっているなど、まだまだ不確定

な要素も多くあるところでございますが、今

後、制度が確定した段階で、関係機関、団体

と協力しながら、できるだけ早期に、再度農

業者への説明会を開催していきたいと考えて

おります。

次に、安全、安心農業についてであります

が、国が進める適正農業規範は、圃場での生

産から移送まで、農業生産における危害対策

や管理方法をとりまとめ、文書化し、記録す

ることで、安全性の取り組みを証明しようと

するものであります。いずれにいたしまして

も、農業者や生産団体にとっては、記帳作業

などに負担がかかると思われますが、今日の

消費者の安全に対するニーズを考えるとき、

避けては通れない課題であります。市といた

しましても、普及センターや経済団体などと

連携をし、これらの推進に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。

ポジティブリスト制度や栽培履歴は、年々

消費者の安全性の意識の高まりなどからニー

ズが強くなってきており、適正農業規範と同

様に、まず農業者みずからが制度内容の理解

と必要性を認識することが最も重要なことと

考えております。いずれにいたしましても、

これらの制度に対応することが産地の確立の

ためにも最も重要なことから、農業者みずか

らの取り組みに対して、市といたしましても

情報の把握や提供に努め、何ができて、ま

た、何が必要なのかを含め、関係団体と連携
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しながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、新パワーアップ事業についてでござ

いますが、平成８年度から平成１７年度まで

の１０カ年間、道営土地基盤整備事業での農

家負担の軽減対策として、パワーアップ事業

と新パワーアップ事業を実施してまいりまし

た。この事業につきましては、全市３２地

区、総事業費約１５５億円、うち、市の助成

額が約７億円であります。事業の目的であり

ます食糧自給率の向上と活力ある農業、農村

を築いていくための基礎条件となる土壌の改

良など、生産性の高い生産基盤づくりが実現

できたものと考えているところでございま

す。また、今後は、国の新たな食糧・農業・

農村計画の策定など、農業行政が大きく転換

する中、富良野農業を持続的に発展させるた

めに、担い手の育成確保とともに、より生産

性の高い農業の確立に向けた取り組みが必要

と考えております。このことから、新パワー

アップ事業の後継事業でもあります持続的農

業農村づくり促進特別対策事業につきまして

は、事業実施の検討を進めるとともに、新た

な施策でありますので、富良野市総合計画及

び財政状況も勘案しながら、今までの実施状

況を踏まえて、地域ごとにより緊急性の高い

基盤整備の工種に限定するなど、総合的な調

整を図る必要もあると、このように考えてい

るところでございます。

次に、助役石井隆君。○議長（中元優君）

－登壇－○助役（石井隆君）

行財政改革について、組織機構の基本的な

考え方についてでありますが、組織機構は、

政策を的確に実行する行政運営の基盤をなす

ものでございます。このことから、行政改革

推進計画では、常に社会情勢の変化に対応で

きる執行体制を基本として、簡素で効率的な

組織機構を目標にしてございます。現在、こ

の取り組みを推進しているところでございま

すが、本年の人事異動につきましても、この

ことをもとに行ったところでございます。具

体的には、事務事業の見直しによる組織の再

編と統合により、弾力的な業務の推進などを

基本に、簡素で効率的な執行体制の構築に向

けて取り組みを行ってきているところでござ

います。

商工観光室の設置と効果につきましては、

本市の基幹的な産業の一つでございます観光

事業につきまして、広域での展開、さらには

国際的な観光都市としての観光行政の強化を

図るため、各部が横断的に対応する必要があ

ることから、商工観光室を設置し、このこと

による市内の経済効果をより高めていこうと

考えているところでございます。

会計室につきましては、地方自治法の改正

によりまして、平成１９年度から収入役制度

が廃止され、一般職による会計管理者制度と

して施行されることに伴いまして、現在、助

役が収入役の事務を兼掌している業務等の移

行に対処するため、会計室を設け、対応でき

る体制としたものでございます。

次に、職員の意識改革についてでございま

すが、職員は市民ニーズを的確にとらえ、市

民の視点に立った発想と行動ができ、市民と

合意形成することができる職員を目指すこと

であると考えているところでございます。そ

のために、地方自治体の職員としての目指す

職員像の方針を策定した富良野市人事育成基

本方針を基本として推進しているところでご

ざいます。その内容につきましては、富良野

を愛し、町をつくる情熱、市民との信頼関係

の向上、市民視点と成果、コスト意識を持っ

た行政サービスの提供、柔軟な発想による町

づくりなど、能力と意欲の向上を図りながら

職員を形成することとしているものでござい

ます。

人事異動の効果と期待につきましては、人

事異動に当たって、一般職員から、どの部署

が適所と考えているかを把握するため、人事

希望調書の提出を求め、行政の最大の資産で

ある人材を適材適所に配置することとしてお

ります。また、おおむね５年以上在職の職員

を異動対象といたしまして、効果的な業務の

執行体制の確立と、将来に向けた人材育成を
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図ることを基本としているところでございま

す。

また、本市においては、現在、人事考課制

度を取り入れていないため、制度の実施をし

ておりませんが、今後、国が能力や実績を把

握し、適正な職員配置や処遇に連動させ、人

事管理に結びつけるため、取り組みを行って

おります人事考課制度の検討を進め、職員の

意欲を助長させる取り組みを図ってまいりた

いと考えているところでございます。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（中元優君）

１７番北猛俊君。

御答弁をいただきま○１７番（北猛俊君）

した順に質問をさせていただきます。

まず、１点目の市長の農業に対する基本的

な考え方ということでお聞かせをいただきま

した。市長のおっしゃっていることについて

は理解をいたしますけれども、前段、日里議

員の質問にもありましたとおり、具体的に、

それではどういう形で農業をとらえて、農業

の施策をどう展開していくのかというところ

がなかなか聞き取れなかったと思います。

富良野市には、５０年に策定された農業振

興条例がございます。本市が農業を基盤とす

る産業都市を目標とされていることから、こ

の条例が制定されたと伺っております。この

中で、市長が農業に対して果たさなければい

けない役割というのがそれぞれ述べられてお

ります。５０年でありますから、状況として

は、今、前段申し上げたとおり、農業の基

盤、いわゆる構造改革、これが求められてい

る状況でありますから、当時と同じような形

になるとは到底考えておりませんけれども、

この富良野市にある農業振興条例、これをも

とにして、農業をどうとらえるかというよう

なところでのお話を再度お聞かせをいただき

たいと思います。

２点目の、経営安定対策についてでありま

す。

１２０戸、まだ制度加入の条件に達してい

ないということでありました。国では、１１

月の３０日まで期限を延長してやるのだと。

それに間に合うようにしていきたいのだとい

うことでありました。しかし、市長もおっ

しゃっておられたとおり、秋まき小麦の播種

は９月にはもう始まるわけであります。その

時点で制度に加入できるかできないかという

のが、生産者にとっては大きな関心事になる

と思っております。したがいまして、期限が

１１月の３０日と延びたということがこの後

のスケジュールになっていくということには

なり得ないと考えておりますので、この１２

０戸、達していない生産者と、どのようにこ

の後、対策を検討されていくのか。そして、

今私が指摘をさせていただきました、秋まき

小麦の関係についてはどのように対応される

のか、改めてお伺いをいたします。

それと、３点目、安全、安心農業について

でありますけれども、市長は簡単におっ

しゃっていただきましたけれども、適正農

業規範というのは大変難しい制度でありま

す。十分に御理解はいただいているかと思い

ますけれども、改めて申し上げますと、農

産物の生産において、病原微生物、汚染物

質、異物混入等の食品安全危害を最小限に抑

えることを目的として、これらの危害要因

と、その対応を示す手引、そしてその手引を

実践するという取り組みであります。おっ

しゃられたとおり、環境負荷低減のための農

業生産方式や、その基準を含む広範な概念が

あるわけであります。そして、あわせて、お

聞きをさせていただいたポジティブリスト制

やトレーサビリティ、これはもう適正農業規

範の一部になっているわけであります。した

がいまして、市長の答弁された中には、適正

農業規範に取り組む生産者を育成していくの

だと、団体も含めて育成していくのだという

ことでありましたけれども、それでは、今、

現実対応していかなければいけないこのポジ

ティブリスト制やトレーサビリティ、これら

にどう対応するかというのがお聞きをできな

かったわけであります。改めてお伺いをいた

します。
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パワーアップ事業の関係についてでありま

す。

道は、春先早々、この方針を打ち出してお

ります。そして、富良野市においては選挙も

ございまして、この選挙が終わるまではなか

なか答えの出せなかった状況というのも理解

をするわけでありますけれども、市長が効果

ということで御説明をいただきましたけれど

も、前段お話をさせていただいたとおり、こ

の補助事業によって、いわゆるパワーアッ

プ、新パワーアップ含めてですけれども、基

盤整備に対する補助の上乗せを行ったこと

で、格段に整備が進められた。その整備が進

められたことによって、生産量といいます

か、質が高まってきている。改良事業という

のは、それほど農業の生産に密接に結びつい

ているものであります。

そういうことを前提にしますと、市長が今

おっしゃられた、実施メニューを限定して、

それぞれ困窮している部分、地域の実情を踏

まえて、困窮している部分に工種を限定しな

がら進めていくのだということでありました

けれども、このメニューの内容を見ますと、

限定できるようなメニューというのがどこに

あるのでしょうか。改良事業というのは、す

べからく定期的に進めていく、農地を荒らさ

ないために、そしてまた、農業の生産を上げ

ていくために定期的に行っていかなければい

けない事業だと私は理解してございます。も

う一遍、再度市長の改良事業に関する思いと

いいますか、見解を申し述べていただいて、

限定するということの意味合いを含めて、再

度御答弁をいただきたいと思います。

次に、行財政改革の関係についてでありま

すけれども、行財政改革の質問につきまして

は、前段、日里議員もされてございます。深

く項目に入ってお聞きをさせていただいたわ

けでありますけれども、より具体的なお答え

というのがなかなかなかったので、再度質問

させていただきますけれども、組織機構を簡

素効率化するというのは、これはもう早くか

ら言われているわけでありまして、今の実情

の中でどのように機構改革をするのかという

ことをまず１点目にお伺いして、今回の６月

１２日付、この中で室を二つ新たに設けられ

た。そのことによる幹部職員が増加したとい

うことであります。それぞれ室を設置したこ

との目的についてはお話をいただいた。だけ

れども、それでは室に変えたことでの効果は

何を求めているのかということのお話がな

かったと思います。名前を変えて、いわゆる

手当といいますか、ちょっと嫌らしい言い方

になりますけれども、その分を、わずかでは

あると思いますけれども、増額して、その増

額したことによる、それでは効果というのは

どこにあるのだというところで、もう一度お

話をいただきたい。

組織機構の改革については、私は基本的

に、責任の部署を下げていく、下げていくと

いう言い方がちょっと適当かどうかわかりま

せんけれども、今まで部長が持っていた権限

を課長に渡していくということが、やっぱり

機構改革とあわせて機動力のある組織機構に

変えていくということだと私は考えておりま

す。ですから、幹部職をふやしていくという

ことが機構改革にはつながらない。かえって

昔ながらの、指摘をさせていただきましたけ

れども、年功序列、終身雇用というところの

踏襲にしかなっていないと理解いたしますの

で、もう一度その辺の見解をお聞かせ願いま

す。

そして、これが今スタートしたところなの

です。この手法でこの後もずっと行くという

ことになると、これはまた違った意味で問題

が出てくると、その部分を指摘して、整合す

るのかどうかということでお聞きをしました

けれども、それについて答えておられません

ので、聞き漏らしたので、再度お答えをいた

だきたいと思います。

それと、職員の意欲を高めるということで

すけれども、今も申し上げた年功序列、終身

雇用ということですけれども、これは日本の

経済が右肩上がりで発展していっているとき

には十分に対応できた事柄であります。いわ
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ゆる人を雇用して、そのことで業績が伸び

て、さらにまた雇用を拡大していくという作

業があって、初めて終身雇用ですし、そして

年功序列で給料が上がっていったということ

を実現できたのだと思うのです。ただ、今は

もう、行政はそれを認識しているかどうかわ

かりませんけれども、一般的には、もう経済

は右肩、上がっていないのです。下がってい

るのです。それに対応するためには、やっぱ

り大胆な機構改革と、そして職員の意識改革

に努めていかなければ、当然、助役のおっ

しゃられたことを達成できないと思いますの

で、改めて、人事考課の制度はないというこ

とでありますけれども、今指摘をさせていた

だいた部分と、そして、改めて人事考課とい

いますか、そのところの見解をお尋ねをいた

します。

以上です。

御答弁を願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

北議員の再質問にお○市長（能登芳昭君）

答えをさせていただきたいと思います。

１点目は、農業振興条例に関する御質問だ

と思いますけれども、私は、当然、農業振興

というのは、本市の基幹産業の農業でござい

ますから、振興していく上において、どのよ

うな形で農業者が不安のない農業経営がで

きていくのかというのが大きな希望でもあ

り、願いでもあると、そのように基本的には

考えているところでございます。農業施策の

具体的なことについてという御指摘を受けた

わけでございますけれども、本市の農業振興

についても、条例に基づいて施策を構築して

いるのが現状でございます。ただ、５０年に

できた条例が一部改正で１６年にやっており

ますけれども、現行、さらに先ほど御質問い

ただきました品目ごとの経営安定大綱が国か

ら示される状況を含めますと、本市の農業振

興条例の中身をある程度国に沿った中身にも

変えていかなければならない状況にあると。

ですから、具体的には、今後早急に、それら

を受けて改正等も行っていかなければならな

い、このように考えているところでございま

す。

２点目の、御指摘を受けました１２０戸の

秋まき小麦の関係でございますけれども、お

聞きしますと、これらについても含めて、１

カ月対応が早くなるということで、７月にそ

れぞれ該当する農業者に御説明会をさせてた

だくと、こういう対応になっているので、御

理解を賜りたいと存じます。

それから、３番目の農業規範の関係でござ

いますけれども、特にポジティブリストの制

度に簡単に申し上げましたというお話でござ

いますけれども、私も、これはやはり残留農

薬というか、あるいはそういう基準が、国で

ある程度設定されていないものをどうこれか

ら流通の中で防いでいくかということが一つ

あろうかと思うのです。そういう中で、これ

からその履歴等も含めて、御質問ありまし

た、非常に農家にとりましては大変な作業か

もしれません。しかし、富良野でできたもの

が安全で、全国に発信できる農産物だという

ことになれば、それぞれの農家の御努力によ

りまして、その安全性を確立していくこと

が、これは第一でないかと、こういう観点か

ら、私は、これらについてはもう一度、こう

いう制度の中身についてもそれぞれ農家の

方々に御理解と御協力を得るような形を、関

係団体とともにやっていかなければならな

い、こういう考え方でおるところでございま

す。

それから、最後の工種限定というお話の御

質問だったと記憶しておりますけれども、私

は、この工種限定の中で、今までやってきた

中で、土地改良区だとか、それから、ここで

申し上げてはおりませんけれども、現実的に

区画整理事業、それからもう一つ加えるので

あれば、それぞれ今現在行われております暗

渠、それから区画整理、土地改良、あるいは

用水施設パイプライン等、これらを一つの、

先ほど申し上げました種別ということで限定

した中身の内容でございます。

次に、助役石井隆君。○議長（中元優君）
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お答えを申し上げま○助役（石井隆君）

す。

機構改革の考え方でございますが、行政改

革推進計画におきましては、組織といたしま

してはコンパクト化に向けていくということ

を原則としているところでございます。その

ため、民間にできるものは民間にするという

基本姿勢を持ってございまして、指定管理者

制度を今回採用させていただいているところ

でございますので、今後、コンパクト化に向

けて組織機構を見直していく必要があると考

えているところでございます。

また、部長職の増ということでございます

が、商工観光室につきましては、これまでは

「北の国から」それから「やさしい時間」な

ど、テレビドラマなどがありまして、外部か

らの要因に支えられてきたところでございま

す。先ほど市長も話をされてございますけれ

ども、今後につきましては、観光と農業と教

育が横断的に行わなければならないという考

え方を持ってございまして、このことにより

まして、富良野市の魅力を国内外に発信をい

たしまして、観光客を一過的ではなくて滞在

型としていくという考え方を持っているとこ

ろでございます。

また、会計部門につきましては、先ほども

ちらっとお話しさせていただきましたけれど

も、執行機関である行政部門と支出審査であ

ります会計部門は、本来、監査事務局が別な

行政機関として存在してございますように、

本来は別であるべきだというところに基本が

あると考えてございます。自治法の改正に基

づきまして、従来、収入役が行っていた業務

につきましては、助役が兼掌するという改正

を一度行ってございますけれども、実際、今

申し上げましたように、行政と、それから会

計の部門が一体化しているということは、形

としてはおかしいだろうという考え方に今回

は立っているのではないかと推測をされま

す。そのことから、会計課独自で審査関係を

完結できる形をとるという形になって、会計

管理者というものを設けているということ

で、ここについては、その責任の所在を明ら

かにするために、室長という形をさせていた

だいたところでございます。

それから、意欲を高めるということで、終

身雇用制度についてお聞きになられましたけ

れども、意欲を持てる職員、これが、当然終

身雇用制度が今変わってくる状況にございま

す。実際、公務員制度のあり方が変わってき

まして、人事考課制度という形を持ってき

て、当然、意欲のある方、ない方をある程度

識別をするような動きになっているように現

在聞いてございます。ですから、これらにつ

いては、今後、先ほども述べさせていただき

ましたように、人事考課制度について検討を

進めてまいりたいと考えているところでござ

います。

以上でございます。

よろしいですすか。○議長（中元優君）

１７番北猛俊君。

何点かお聞かせをい○１７番（北猛俊君）

ただきます。

まず、新パワーアップにかかわる新たな対

策に取り組むということなのですけれども、

市長、今、工種につきましては、このメ

ニューに載っている工種で述べられました。

それに限って取り組むということは、この制

度に取り組むと理解をさせていただいていい

のかどうなのか、最後、確認をさせていただ

きます。

それと、責任を持って、権限を持たすため

に２室設置したのだということなのですけれ

ども、さっきもお話しさせていただいたので

すけれども、現況の体制では、それではでき

なかったのか。従前の体制ではできなかった

のか。実際には、観光室ということになった

のですけれども、人員はかわったのでしょう

か、それでは。人員は同じだと思う。人もか

わっていない。室になって、そして国際的な

云々という説明だったのですけれども、そこ

が理解できないのです。だから、なぜ室にし

たということが、行革含めて、今まで趣旨と

して取り組んでおられたことから変わったの
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か、その部分を御説明いただきたいというこ

とで聞かせていただいています。

それと、会計室、これも制度の変更によっ

て、室長という権限でないと管理できていか

ないのだということだったのですけれども、

僕は、課長にその権限を与える機構改革に

していけばできたのではないかと。兼務を避

けるために室にしたということですけれど

も、課長に権限を与えることはできなかっ

たのかどうなのか、そこら辺の見解につい

て、ちょっと御説明をいただきたいと思いま

す。

以上です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

北議員の再々質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをしてまいりたいと思います。

前段申し上げました新パワーアップ事業の

状況につきましては、それぞれ限定的な区画

整理、あるいは明渠、それから暗渠、こう

いったことで進めてきたわけでございます。

そういった中で、今後、新しい持続的農業農

村促進特別対策事業につきましては、これら

を踏まえながら検討していかなければならな

いという前提で、今後、当然、総合的な町づ

くりの中で、どのような財源的なものを見き

わめながら、あわせてやはり検討していかな

ければならないと、このように考えていると

ころでございます。

次に、助役石井隆君。○議長（中元優君）

従前ではできなかった○助役（石井隆君）

のかということでございます。先ほど日里議

員の答弁のところで市長が説明させていただ

いておりますように、どこの部署が担当する

のだという部分があったと思います。商工観

光室が中心となりまして、従来とは違う、横

断的に各部署と連絡調整するという部分で、

室という形にしているところでございます。

それから、権限についてでございますが、

従来、収入役が行っていた事務ということ

で、その重要性というのは御理解をいただけ

るものかなと思ってございまして、今回、部

長職ということの室長ですが、課長兼務とい

う形で、その権限を上げたところでございま

す。

以上でございます。

以上で、北猛俊君の質○議長（中元優君）

問は終了しました。

ここで、１時３０分まで休憩いたします。

───────────────

午後 ０時０９分 休憩

午後 １時３０分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

次に、千葉勲君の質問を行います。

８番千葉勲君。

－登壇－○８番（千葉勲君）

市民の負託を受けて、これから市政の執行

に当たられる能登市長に心から敬意を表しな

がら、さきに通告いたしました３点につきま

して質問いたしてまいります。

能登市長初め、私は地方自治に携わってき

たときから、諸先輩から、地方自治というの

は民主主義の学校であると教えられてまいり

ました。そういう意味で、今回の通告をした

３点については、自治の根幹に触れる部分と

しての課題として私なりに提起をいたしたと

ころでございますので、御理解をいただい

て、御答弁をいただければと思います。

地方自治については、二面性を持っている

と私は教えられてまいりました。憲法、自治

法に基づいて、国家の下部機関としての自治

というものがある意味では自治の一つの側面

であり、また、市民とか地域、住民と進める

自治、まさに７０年代、８０年代に、中央集

権か地方分権かの議論が活発に行われてきた

課題として、地方分権という課題があったの

ではないかと思います。しかし、地方分権が

視野に入ってくる中で、このことにある意味

では結論が出てまいると思いますが、しか

し、昨今の地方分権の前提にあるのは、国の

財政再建という、国家財政の行き詰まりを地
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方に押しつけるだけで、本来の地方分権、私

の期待する地方分権とは異質なものを感ずる

わけであります。そういう意味で、今回、自

治の形プロジェクトの報告は、自治とは何か

という視点に立った問題提起として、私なり

に評価をいたしているところであります。し

たがって、能登市長には、厳しい財政事情で

はありますが、市民生活を守る上で、また、

地域の活力を失うことなく、自治の原点に立

脚して町づくりを推進していただきたいこと

を求めておきたいと存じます。

１点目には、今回の市民協働の町づくりを

進める上で、これまでの議論を踏まえて、何

点か質問をいたしてまいりますが、合併を取

り巻く市町村の動きと相まって、自立の道の

検証の機会として、自治体の基本的なあり方

を模索する自治基本条例を制定する自治体が

多くなっています。この議論については、先

ほども日里議員なり、あるいは北議員の質問

にあったとおりでありますけれども、当市に

おいても、さきに制定された市民参加条例の

制定の延長線上に自治基本条例の制定が視野

に入ってまいるところでありますけれども、

能登市長は、今回の選挙戦の終盤で、前任の

高田市政を継承することを明らかにしたわけ

でありますけれども、私も自治基本条例の制

定に疑義を挟むものではありませんが、しか

し、この条例の制定をより積極的に進めてい

くとすれば、ある程度の問題があるのではな

いかと思っておりますし、先ほど能登市長か

らも、この問題についてもできるだけ時間を

かけて取り組みたいという趣旨の答弁があっ

たわけでありますので、私もそのことについ

ては了としたいと思っておりますが、できれ

ばこの策定に向けて、もう少し突っ込んだ答

弁をいただければありがたいと思っておりま

す。

また同時に、市民との協働の町づくりを推

進する上で、ＮＰＯとかボランティア活動に

対する市民との協働支援条例の制定も前高田

市長が表明されていますが、能登市長におい

ても、このことについてどう取り組もうとし

ているのか、見解をお伺いをいたしたいと思

います。

２点目には、公共サービスのルールづくり

について、公契約条例の制定について質問い

たします。

長期化するデフレ不況による公共事業の削

減、小泉構造改革による中小零細企業の倒産

が増大し、ますます苦しい経営環境に置かれ

ています。このことは、地域経済、雇用環境

に深刻な影響を与えており、市民生活を守る

上で抜本的な改善が求められていると思いま

す。さらに、国や公共団体が提供している公

共サービスに対しても、民間委託の拡大とい

う市場主義的改革が、将来の公共サービスの

あり方、労働の質をも低下させていると思っ

ています。

これまでの自治体の入札制度は、価格だけ

を評価し、公共サービスの持っているさまざ

まな機能や役割が切り捨てられていますが、

１９９９年、自治法の改正によって、総合評

価方式の導入が可能になりました。しかし、

この総合評価方式は自治法の例外規定にすぎ

ず、自治体の裁量権が余り広過ぎるとの意見

もあり、したがって、総合評価方式は一歩前

進ではありますが、性能、機能、技術から、

環境、福祉、男女共同参画、厚生労働等、公

的価値を加味をした、価格入札から社会的入

札への転換が求められていると思います。ま

た、ダンピング受注が問題となっている中

で、公正な受注のルールをつくり、仕事の質

を確保することは、地域の経済や雇用を守る

上でも考えていかなければならないと思いま

す。

また、今日問題になっている失業や倒産、

格差社会の解消のため、自治体独自の公契約

条例の制定は重要な課題と考えますが、市長

の見解をお伺いするものであります。

３点目に、教育長に質問いたしてまいりま

すけれども、生涯学習の問題につきまして

は、教育基本法の精神に基づいて、１９４９

年、社会教育法が制定をされて、高度経済成

長期を経て、１９５９年、大改革がなされた
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わけであります。それで今日に至っているわ

けでありますが、社会教育は、すべての国民

が求められる機会、あらゆる場所を利用し

て、みずからの生活を高める活動として、今

日まで推進されてきたところであります。さ

らに、実際の生活に即したみずからの教育の

営みとなってきていますが、高齢化の進展と

ともに、近年、青少年や成人という対象か

ら、生涯にわたって学習していこうという意

欲の高まりにより、生涯学習が提起をされて

きたと思うのであります。

今日では、生涯学習が町づくりの大きな行

政課題として、将来、地域を支えていく人材

の育成とあわせて、その役割は大きくなって

きていますし、今や全国の自治体では、国際

化や高齢化などの進行に対応した、個性ある

町づくりに生涯学習を取り入れ、町づくりを

推進している自治体が数多くあるわけであり

ます。したがって、私は、生涯学習は単に教

育の場にとどまらず、今日では行政全般の課

題となっていることから、町づくり全体の視

点からの取り組みが必要になっていると考え

ます。そして、将来、その大きな目標は、富

良野市を支えていく人材の育成が行政の任務

でもあろうと思います。したがって、これま

で教育委員会において中心的に担ってきた生

涯学習を、市長を先頭に、市長部局と連携し

て推進していくべきと考えますが、教育長の

見解をお伺いしたいと存じます。

また、学校教育、社会教育、企業などの連

携についても、その対応についてもお聞かせ

をいただきたいと思います。昨今、学校を取

り巻く痛ましい事件をきっかけに、学校と地

域との連携についても強まっています。これ

らとあわせた生涯学習の課題について、地域

との連携についての対応について、お答えを

いただきたいと存じます。

以上をもって、第１回目の質問を終わりま

す。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

千葉議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。

１件目は、一般行政についてであります。

１点目の市民協働型町づくりの推進につい

てでありますが、市民が富良野に住んでいて

よかったと実感できる町を市民と一緒に築い

ていくことが、町づくりの最終目標と考えて

おります。

自治基本条例の制定につきましては、市民

が富良野に住んでいることに誇りと自信を持

ち、富良野に住んでいてよかったと実感でき

る町づくりのためには、ともに考え、ともに

行動し、そしてともに築く、三つの段階を経

て、町づくりの憲法、あるいは自治体の憲法

と言われる自治基本条例の制定に向けて検討

する状況にあると、このように考えていると

ころでございます。

現在、第１段階の情報共有と市民参加の

ルール条例を昨年７月に施行し、情報の提供

や市民参加の手続による、市民と市がともに

考える土壌づくりを目指して、市と市民との

信頼関係を築いていきたいと考えているとこ

ろでございます。特にルール条例につきまし

ては、昨年度から実際に行った内容を検証い

たしまして、審議会や市民、職員の意見を聞

きながら検討を行っていきたいと考えておる

ところでございます。

協働支援条例の制定、２点目でございます

けれども、ともに行動する協働の推進のため

に、市民活動団体やＮＰＯ、地域、企業など

と行政が対等の立場で、目標設定や問題解決

をしていくための協働や支援のルールづくり

が重要になってくると思われますので、他市

町村の事例調査及び研究などを行ってまいり

たいと、このように考えているところでござ

います。

２件目は、公共サービスのルール確立にお

ける公契約条例の制定についてでございます

が、本市の入札制度につきましては、地方自

治法及び富良野市財務規則に基づき、適正に

現在執行しているところでございます。

市が事業を発注するに当たりましては、受
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注者と締結する請負契約の中に労働条件を設

け、その基準等を業者に守らせると伺ってい

るところでございますけれども、労働条件の

適切な確保や公金の公正な支出の観点におき

ましては一定程度理解するところでございま

す。しかしながら、労働者に支払われる賃金

額などの労働条件につきましては、最低賃金

法や労働基準法などにより規定されていると

ころであり、賃金の決定等にあっては、当該

労働者の能力、経験や技術などで、使用者と

の契約により決定されるものが原則であり、

市が一方的に一定の労働条件までを制約する

のは非常に困難な部分があり、企業経営の自

主性の尊重の観点と、自由経済発展の阻害の

懸念からして、慎重に検討しなければならな

いものと判断をいたしているところでござい

ます。現段階におきましては、条例の制定に

ついては考えておりません。なお、今後、他

町村の動向も参考にしながら、調査、研究を

してまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。

以上です。

次に、教育行政につい○議長（中元優君）

て。

教育長宇佐見正光君。

－登壇－○教育長（宇佐見正光君）

千葉勲議員の教育行政についての御質問に

お答えいたします。

１点目の、生涯学習の推進方策についてで

ございますが、生涯学習推進のための組織体

制でございます。生涯学習の推進につきまし

ては、これまで余暇を活用したさまざまな学

習機会の提供や、場の整備に重点が置かれ、

いわば個々人の資質を高める傾向にございま

した。しかし、豊かな気持ちで暮らしていく

ためには、みずからの地域に目を向け、主体

的にかかわることができる人を育むことが求

められており、生涯学習で得たことを積極的

に地域社会で発揮できるような仕組みづくり

が必要でございます。このため、行政組織の

枠を超えて、各部、課、係の職員が、生涯学

習推進の理念に基づき、相互に連携、協力し

ていけるような推進体制の整備をどのように

取り組んでいくかを調査、研究させていただ

きたいと考えております。

次に、学校教育、社会教育、地域社会、企

業との連携についてでございますが、本市に

おきましては、家庭、学校、地域の総合的教

育機能を高め、生涯学習時代にふさわしい教

育環境を醸成するために、平成１１年度に学

社融合推進委員会を組織し、地域が持つ教育

力を生かした地域文化の継承、自然や地域学

習を学校教育に融合させて、子供の生きる

力、豊かな人間性の育成に大きな成果を上げ

ているところでございます。今後におきまし

ても、学社融合事業を積極的に推進し、ゆと

りと潤いのある生涯学習社会の実現を目指し

てまいります。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（中元優君）

８番千葉勲君。

それでは、再質問させ○８番（千葉勲君）

ていただきたいと思います。

１点目の、市民との協働の町づくりの関係

で、自治基本条例、あるいは協働支援条例の

制定につきましては、私は、今、自治体の改

革の中で、非常に大きな課題としてあること

には間違いないのですけれども、どうも条例

とかシステム論が先行して、本来の活動と同

時に、分権の思想というのは、基本的には住

民の側といかに行政が一体になるかというこ

とを通してつくり上げていかなければいけな

いだろうと私は思っておりまして、どうもそ

ういう条例とかシステムをつくることに、今

回の条例もそうなのですけれども、そこのと

ころに重きが置かれて、本来の定着した、住

民の皆さんと一緒になってつくるという、そ

ういうのにちょっと欠けているのではないか

と思うものですから、決して自治基本条例な

り協働支援条例について疑義を挟むものでは

ないのですけれども、もっともっと、先ほど

も北議員とか日里議員の意見にもあったとお

り、庁内の職員の意識改革、あるいはもっと

もっと住民と一緒になって汗を流して物事を
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つくっていくという思想の中で、この条例を

実のあるものにしていかなければいけないの

ではないかなと思っておりますので、ぜひそ

ういう意味で、市長の見解をもう一度お尋ね

をしたいと思っております。

それから、今回の自治の形プロジェクトの

報告につきましては、先ほど申し上げました

ように、私は、非常に自治というものの原点

に返った提起として、プロジェクトの皆さん

の御苦労に心から敬意を表したいと私は思っ

ております。それだけに、今、懇談会が終

わって、集約をされて、今後の方向が出され

るだろうと思いますけれども、ぜひあそこに

書かれた、あの１年間の業務を無にしないよ

うに私はしていただきたいなと思っておりま

す。といいますのは、自治の形と言います

と、はいからのように聞こえますけれども、

私は、先ほど申し上げましたように、住民と

いかに接点をつくって町を変えていくか、あ

るいは町をつくっていくかということの大き

な課題として、自治の形があるだろうと思っ

ておりまして、そういう意味では、プロジェ

クトの報告を見ますと、自治とは何かという

ところから出発しているという意味で、私は

非常に勉強になりますし、ある意味では、そ

の御苦労を無にしない、これからの取り組み

が必要なのだろうと思います。同時にまた、

合併の問題も、単に機能的な問題とか、財政

的な問題とか、経済的な問題ではなくて、い

かに町の形をどうしていくかという、住民の

力としてつけていく意味で、自治の形のプロ

ジェクト報告の中身を内図化することが私は

大事ではないかと思っておりますので、ぜひ

このことについても市長の見解をお伺いをし

ておきたいなと思います。

公契約の問題につきましては、答弁があり

ましたように、私も必ずしも十分な認識をし

ているかどうかというと、ちょっと疑問なと

ころがあるわけで、そういう意味で、全国で

もなかなか例のない話なのですけれども、し

かし私の申し上げたいのは、今、格差社会が

大きな問題になっている中で、今、本当に持

てる者、持てない者というか、貧富の差がだ

んだん格差が大きくなっていく中で、自治体

の発注する仕事、あるいはこれから指定管理

者問題とかに関連させていくと、ますます単

なる競争社会をあおるだけの話では、私は今

のような基本的な問題と同時に、これからの

地域を支えていくことにはならないのではな

いかなと思っております。それだけに、地域

でいかに経済や市民の生活を守るかという

視点で、これからの仕組みを考えていくこと

が大事なのだろうと。そういう意味での公契

約の問題というのは、ある意味では一つの

問題提起として、私は検討していく必要が

あると思いますが、これから研究していくと

いうことでございますから、もう一度、どの

ような視点から検討していくのか、ちょっと

市長の答弁をいただければと思っておりま

す。

生涯学習の問題につきましては、今、教育

長からの答弁がありましたように、非常に幅

の広い問題として、さまざまな連携とネット

ワークを通じていかなければならないと思っ

ておりますが、私も同感でありますけれど

も、しかし、今、教育基本法の問題が非常に

大きな課題になっているときに、私は、今の

教育でいいのかどうかというのは、単に悪い

という意味ではなくて、もう少し幅を広げた

ものと考えると、これまでも行政の縦割りに

ついていろいろな弊害が議論されてきた中

に、ある意味では生涯学習の問題も私はある

のではないかなと思っておりますので、今申

し上げましたように、できれば生涯学習を取

り組むときに、もっと大きな視点から取り組

むとすれば、教育委員会だけということでは

ありませんけれども、教育委員会が中心にな

るということではなくて、もっと市長が中心

になって、生涯学習、あるいは地域社会のた

めに町づくりを進めていく運動として、私は

進めていくべきではないかと思っております

ので、教育長は、教育委員会の範疇では今の

ような答弁にしかならないと思いますし、私

もそのような通告しかしておりませんので、
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通告をちょっと外れてしまうかもしれません

けれども、できれば市長の立場からも、生涯

学習の推進について、考え方をお聞かせをい

ただければありがたいなと思います。この問

題につきましては通告しておりませんので、

ぜひ議長の取り計らいでやっていただきたい

なと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

千葉議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをしてまいりたいと思います。

１点目につきましては、現行の協働型町づ

くりについての基本的な考え方ということ

で、そう受けとめてお答えをさせいただきた

いと思うのですけれども、一つは、市民の

ニーズが的確に把握でき、それが行政とし

て、職員がそれぞれの立場で、私はもう少し

積極的な行動をもって任に当たると、これが

一つあろうかと思います。それからもう一つ

は、この協働型の推進に当たっては、もちろ

んニーズとともに、それぞれ守っていかなけ

ればならない問題もたくさんありましょう

し、あるいは市民の、俗に言う主権在民とい

うか、権利をきちっと認めていく状況づくり

も必要だと、このように私は考えておりま

す。そういうことに立って、行政は、市民の

合意形成に基づいて実施しなければならない

し、それに伴って、市民と行政が一体となる

ような形成が望ましいと、このように考えて

おりますし、それが進んでいくことによっ

て、先ほど申し上げました自治の基本条例に

向かっていくと、このように考えているとこ

ろでございます。

それから、２点目の、プロジェクトの報告

の中で、自治の形の基本的な問題の見解につ

いての御質問だったと思うのですけれども、

私は、最終的に、それぞれ行政が行う中にお

いて、市民の方々ができる範囲は自分でやっ

ていただく。もう一つは、自分でできないも

のは地域でやっいただく。そういう状況が大

きくなって、最終的には公を含めた中での協

働型の町づくりが望ましい。これが、私はこ

れからの自治のあり方の方向ではないだろう

かと、このように考えているところでござい

ます。

それからもう一つ、市民生活を守るために

どのような視点で公契約条例等の法を持って

いるのかと、こういう千葉議員の再質問の内

容ではないかと感じますけれども、そういう

視点で考えますと、何と言っても、契約行為

におきましては公正と公平を期さなければな

りません。それを順守するような規範的なも

のをつくっていく、これが私は原則である

と、このように考えておるところでございま

す。

次に、教育長宇佐見正○議長（中元優君）

光君。

生涯学習のこと○教育長（宇佐見正光君）

につきましてお答えをさせていただきますけ

れども、今、千葉議員の方からお話ありまし

た、生涯学習の推進につきましては、地域社

会の運動として取り組むべきでないかという

お話でございます。私も当然同感でございま

す。これは私どもも、生涯学習につきまして

は、従来の家庭教育、社会教育、学校教育含

めて、このすべてを総括した学習を統合した

ものと認識してございますので、生涯学習活

動を全市的、組織的に推進するためにも、全

庁的な組織体制の推進が望ましいと考えてお

りますので、先ほどもちょっとお話をさせて

いただきました、どういう形で取り組んでい

くのか、調査、研究をさせていただきたいと

いうことでございますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上でございます。

よろしゅうございます○議長（中元優君）

か。

８番千葉勲君。

それでは、２点ほど○８番（千葉勲君）

再々質問をさせていただきたいなと思って

おりますが、ちょっとややこしい話をさせて

いただくと、このプロジェクトの報告、私、

先ほどから何回も申しますように、評価をし

ているというのは、自治とは一体何だろう
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と、そういうところから大胆に書かれている

という意味で、今までこんな議論を我々が、

もっと言えば住民の間で、したことがあるの

かないのかと私は感じております。私も長年

地方自治に携わって、本当に先輩から教えら

れた、自治というのは何か、あるいは公共と

は何かということから考えますと、本当に

今、自治とは何だろうかというのがやっぱり

規定されなければ、今、市長の方から、何か

物理的な問題とか、行政がやらなければなら

ないとか、市民がやらなければならいなこと

とかと分けてしまうということ、私は、どう

もそういう議論ではなくて、公共とは何かと

か、行政とは何かということをまず規定をし

ていかないと、今のような話にはならないの

ではないかと。どうしても今、そこのところ

を抜きに、どうしても行政改革とか、あるい

はそのような議論をするものですから、金が

なければ、ある意味では行政サービスを切っ

てとか、あるいは市民の負担をとか、官から

民へとかというような論理に私はなってしま

うと思うのです。しかし、人間の生活には、

税という手段をとってきた歴史的な経過を考

えると、公共の役割ということは明確にして

いかなければいけない問題であって、そのこ

とをあいまいにしてきたのが、まさに戦後の

自治ではなかったのかと私は思っておりま

す。ですから、今、自治とは何かということ

をしっかり、私は市民と議論して、あなたの

持ち分ですとか、行政がやりますよという話

ではなくて、ここまでは公共が役目を持って

いるのだということをまず明確にして、市民

とそのことの最終的な、お互いの大きな意味

で市民生活の枠組みでの役割分担を考えてい

かなければいけないのであって、どうも言葉

の遊びではありませんけれども、私は、その

ことについてぜひもう１回市長の口から、本

当に自治とは何かというものを、プロジェク

トの報告に書かれたとおりだといえばそれだ

けのことなのですけれども、ひとつ市民にわ

かるように説明していただければと思いま

す。

それから、生涯学習の問題につきまして、

私は、市長が絶対先頭に立たなければならな

いという話ではないのですが、しかし、私、

今回申し上げたのは、ある意味では行政改

革、もっと言えば必要性の根拠になるのでは

ないかと思っているわけです。私も長年携

わってきて、昔はよく縦割り行政の問題点と

か、あるいは行政のバリアの問題とか、議論

されてきたのですけれども、しかし、そのこ

とを取り払えない、やっぱり限界というもの

があるだけに、単に教育行政だけの問題では

なくて、いろいろな意味での行政の横の連

絡、あるいはネットワークなどという言葉だ

けではなて、もっともっと市長が先頭に、先

ほども北議員なり日里議員の方から、首長の

リーダーシップという話がありましたけれど

も、リーダーシップを発揮して、そのバリア

というものを、壁を超えていかなければ、行

政改革にはならないのではないかと。単に財

政的な側面だけで行政改革をするということ

ではなくて、今持っている、市長もニーズと

いう言葉を使ったようでありますから、市民

の求めに基づいて、私は今、行政改革という

のはそういうバリアを払うためにあるのでは

ないかと思うだけに、生涯学習の問題という

のは、今まさに町づくりの問題としてとらえ

ていかなければならない課題だとすれば、そ

のことを先頭に立って、市長がリーダーシッ

プを発揮してやるということが私は大事なの

であって、もっともっと言えば、行政の改革

を進めていく一歩ではないかと私は思ってお

りますので、できましたらその辺を御理解い

ただいて、議長の方で市長の見解をお聞かせ

いただきたいなと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

千葉議員さんの再々○市長（能登芳昭君）

質問にお答えをさせていただきますけれど

も、趣旨に沿った回答が、私自身、どういう

とらえ方でお答えをしようかと今考えている

のですけれども、一つには、地方自治の中

で、地方行政は地方自治法で定められて実施
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していると。その中で、地方自治における中

身的な、基本的には市民の福祉向上のために

やる、これが一つの大きな形のものだと私も

認識をいたしております。そういう観点から

考えまして、当然、公共でなすべきものは何

なのか、こういう形に移っていくわけでござ

いますけれども、その中に、先ほど私も言い

ましたとおり、市民との論議の中で、十分論

議を交わす中で、共通性のものが当然出てく

る。そういうものをきちっととらえる中で、

行政が実施するもの、それから、市民の責任

において実施するもの、こういう形がこれか

らの自治に求められる姿ではないかと、この

ように感じるところでございます。

以上です。

次に、教育長宇佐見正○議長（中元優君）

光君。

千葉勲議員の○教育長（宇佐見正光君）

再々質問にお答えをさせていただきますけれ

ども、先ほども御答弁をさせていただきまし

たけれども、生涯学習につきましては、幅の

広い、また、ネットワークというものが必要

な部分もございます。先ほどもお答えをさせ

ていただきましたけれども、行政組織の枠を

超えて、各部、各課、係の職員が、生涯学習

推進の理念に基づいて相互に連携、協力して

いける、こういう推進体制を含めて、取り組

めるかどうか、また調査、研究を進めていく

ということを含めて考えておりますので、ひ

とつよろしくお願いをしたいと思います。

以上でございます。

８番千葉勲君。○議長（中元優君）

済みません、もう３回○８番（千葉勲君）

目終わりましたので、簡単に終わらせたいと

思うのですが、私は、生涯学習の問題につき

ましては……。

何か落ちている点があ○議長（中元優君）

れば聞いてください。

市長の答弁をもらって○８番（千葉勲君）

いないので、なぜ答弁をもらえないのか、も

う１回確かめたいと思いますけれども。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

千葉議員の４回目の○市長（能登芳昭君）

御質問でございますけれども、やはり一つの

ルールがございまして、通告外で御質問を受

けるということになれば、今後の状況も変

わってまいりますので、その点でひとつ御理

解を賜りたいと思います。

以上で、千葉勲君の質○議長（中元優君）

問は終了しました。

次に、今利一君の質問を行います。

１番今利一君。

－登壇－○１番（今利一君）

通告に従い、順次質問してまいりたいと思

います。

所信表明の具体的内容についてお伺いいた

します。

１０年後には４人に１人が６５歳以上とい

う超高齢化社会が目前に迫っていると同時

に、ストレスという言葉が日常語と言っても

よいぐらい頻繁に使われ、ストレスの多い生

活を強いられていく現代の日本社会でありま

す。癒し、健康などに対するニーズが急速に

高まり、健康食品、フィットネス、健康関連

ビジネスが繁栄し、エステやマッサージなど

の美容、リラクゼーション商品、精神的な癒

し、健康への要求も高まっているところであ

ります。

観光旅行においても、これらのニーズに対

する新しいスタイルが求められてくるのでは

ないでしょうか。それがウェルネス、いわゆ

る健康体ということでありますけれども、

ウェルネスツーリズムであるというふうに言

われております。エコツーリズムだとかグ

リーンツーリズム、マリンツーリズム、フラ

ワーツーリズムなどありますが、ウェルネス

の知名度は低いが、そもそもウェルネスとは

一体何なのか。反対語としてイルネスという

言葉がありますけれども、ウェルネスは、健

康をさらに積極的に総合的な考えで、疾病の

有無にかかわらず、生きがいを持ってよりよ

い生活を送るために自分自身を高めていこう

とするポジティブな考え方、生き方とされて
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いるわけであります。ウェルネスツーリズム

の概念は、旅行体験で実現する新しい視点の

健康をテーマとしての観光であります。身体

と心の癒し、健康がテーマであることを見越

して、癒し、健康、美容、そして旅行を提案

していく。しかし、サービスの内容、商品と

して、考え方がそれぞれ現在はばらばらに存

在して、消費者にとって非常に使い勝手の悪

いものになっている、これが現状でありま

す。

ウェルネスリズムという考えから、上士幌

町では、平成１７年３月の２３日から２７日

までの間、花粉症で悩む道外の人たちを対象

に、スギ花粉のない上士幌町に滞在するツ

アー、リトリートツアーを実施し、注目され

ております。地域の人々と交流しながら、免

疫バランスの回復、ストレスを解消する、森

と温泉のリラックス効果、十勝及び北海道な

らではの食材を使って、食生活の環境改善を

目指し、複数の癒しの効果をねらい、企画さ

れているわけであります。ちなみに、このと

き行った費用に関しては無料で、交通費は個

人負担で、募集１０人に対して２７６人の応

募があったということであります。上士幌町

では、今後も追加のツアーを実施するほか、

長年実施するためのプログラムや長期滞在メ

ニューの開発を考えているわけであります。

このほかにも、下川町の森林保護地づくり

や、旭川の健康の郷、大雪委員会などがあり

ます。

そこで、質問でありますが、１点目に、豊

かな自然景観を生かした農業観光の振興を図

り、都市と農村の交流を進めるというが、今

私が事例に述べたようなことを進めるつもり

であるのか、具体的に述べていただきたいと

思います。

２番目の質問に関しては、さきに北議員の

方から出たと思いますが、食の観光、体験観

光、教育観光の創出に努めるとおっしゃって

おりますが、これもまた具体的に述べていた

だきたいと思います。

第３点目に、経済の活性化や、移住者が安

心して住めるという環境はどういう環境なの

か、このことについても御質問をしたいと

思っております。

次に、私は、地域格差のない農業行政のあ

り方についてお伺いいたします。

我が国は、先ほども申し上げましたよう

に、農業、農村に限らず、少子高齢化が進行

し、平成１８年には初めて人口が減少すると

ともに、これまで経済社会の中核を担ってき

た、いわゆる団塊の世代の大量定年の退職を

間近に控えるなど、社会経済上、大きな転換

期を迎えているわけであります。こうした変

化のもとで、持続可能で活力ある地域の効率

的、効果的な活用と循環の枠組みづくりの取

り組みをあらゆる分野で加速することが課題

となっているわけであります。

食糧、農業、農村をめぐる最近の国際情勢

を見ると、ＷＴＯの農業交渉におけるモダリ

ティの確立に向けた取り組み、アジア諸国と

のＥＰＡ、これは経済連携ですが、ＦＴＡな

どのグローバル化が一層進展しておるわけで

あります。その一方で、世界的な原油価格の

高騰や水資源の枯渇、地球の温暖化の進行な

どに伴う気象災害などの多発、食糧需要増大

と多様化などが進み、農業、農村の経済を急

速に悪化させているわけであります。

こうした中、富良野においても決して例外

ではなく、この数年、３０戸近く離農が進む

ことから、ことの重大さはうかがい知ること

ができるのではないでしょうか。さらに、農

産物を生産する上で重要な問題となっている

のが、害獣の問題であります。こうして、農

業を取り巻く情勢は非常に厳しいものがあり

ますが、行政として、地域格差のない是正、

解消は、常に日ごろやっていなければいけな

い課題であると私は考えているわけでありま

す。

そこで、具体的な内容についてお伺いいた

します。

害獣の問題でありますが、この件に関して

は、前市長との幾度となく議論を交わした結

果として、東部地区に防シカフェンスの設
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置、山部地区には電気牧柵の導入などの運び

となったわけでありますが、問題は、東山、

西達布地区であります。当地区では、１０数

年に電気牧柵が導入されたものの、近年の生

息数の増大により、十分な効果が得られない

状態であります。さらにこれに拍車をかけた

のが、このところの気象変動であります。山

のえさ不足などなど、これらが起因し、農業

への被害の影響が深刻さを増している傾向に

あります。それを裏づけるように、きのう、

被害調査の結果も出たわけであります。特に

東山、西達布地区においては、被害が多く心

配されるところであります。

農業行政の質問の第１点として、地域格差

のない富良野農業の確立のためにも、東山、

西達布地域のシカ防護柵は早急に必要と考え

ますが、市長の考えをお聞きするものであり

ます。

第２点目に、シカなどを害獣という考えか

ら資源としての発想の転換を図り、シカの有

効利用を考えてはいかがでしょうか。この考

えも、前市長と幾度となく議論を交わしたと

ころでありますが、平行線のままでありま

す。新市長のお考えをお聞きするところであ

ります。

次に、私は、富良野市独自の認証制度につ

いてお伺いいたします。

第１点目として、認証制度のお考えについ

てお聞きしたいと思っております。

第２点目に、どこが問題で取り下げの方向

となったのか、それをお聞きしたいと思いま

す。

第３点目に、適正農業規範とは一体何なの

か。これについては、北議員の方からさきの

質問でありました。もう一度詳しくお伝え願

いたいと思っております。

第４点目に、地域格差が広がらないよう、

特徴を生かし、農産物を売るということが重

要であります。この富良野ブランドをどうつ

くり上げていくのかをお聞きしたいと思って

おります。

最後に、私は、教育長の見解をお伺いした

いと思います。

子供は未来における可能性を持った存在で

あります。将来において、その人間性を十分

に開花させるべく、みずから学習し、物事を

知り、このことによってみずから成長させる

ことが、子供の権利であります。このような

子供の学習する権利を保障するための教育、

これが国民的課題であります。国は、今述べ

た国民の教育の責務の遂行を助成するため、

もっぱらその責任を負うものであって、その

責任を果たすために国家に与えられている

権能とは、教育に対する介入ではなく、教育

を育成するための諸条件を整備するものと考

えられます。教師は、一方で、児童生徒に対

して、児童生徒の学習する権利を十分に育

成するという職責を担うものであり、他方

で、親ないし国民全体の教育の意思を受け、

教育に当たるべき責務を負うところでありま

す。教育は、人間と人間が働きかけ、児童生

徒の可能性を引き出すことを要求され、それ

によって児童生徒にものを知っていただく、

かつ考える力を養う、創造を得させる教師と

して、学問の自由が保障されていることが不

可欠であります。何よりも深い愛情と豊富な

経験を持つことが要請されるものでありま

す。

以上、私の子供に対する考えと、国が、教

師がどういう形で教育に立ち向かうかについ

て述べさせていただきましたが、新教育長に

なられての初めての定例会でもあります。

第１点目に、今ある教育基本法に対する見

解と、教育長が考える教育の原点とは何か、

お伺いするものであります。

さらにまた、所信表明にもありますよう

に、家庭教育の機能を高めるというが、どん

な機能を高めるのか、何が問題なのか、親と

子供の絆を深めるにはどうしたらいいのか、

学校教育でどのように生かしていくのか、お

聞きしたいと思います。

最後に、３点目になりますが、学校再編成

についての考えをお聞きし、第１回目の質問

を終了いたします。
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御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

今議員の御質問にお答えしてまいります。

１点目は、所信表明についての御質問でご

ざいますが、１点目の、豊かな自然景観を生

かし、農業、観光の振興を図り、都市と農村

の交流についてでありますが、先刻、日里議

員の御質問にもお答えしてまいりましたけれ

ども、これまでの農村景観に支えられる、そ

して現在まで来ている状況を踏まえて、観光

のみならず、今後は農業を基盤として、富良

野における日常生活などを満喫し、滞在日数

を増加させ、滞在観光の基盤整備を進める中

で、消費の拡大や市民との交流を通して、農

業と観光、商工業の経済の活性化に結びつけ

るように努力をしてまいるところでございま

す。

２点目の関係でございますけれども、特に

食観光については、新鮮で旬な本市の農畜産

物を加工した、富良野らしい食の提供や、特

徴のある地場農畜産加工品の開発、既存特産

品の付加価値向上を目指した活動を行ってい

る農産加工研究会などと連携を図りながら、

さらなる食の観光の創出を図るものでござい

ます。

また、体験観光につきましては、豊かな森

林や自然を活用した健康増進、動植物などの

観察や、子とのふれあい、また、食を支える

農業の食育、農業から学ぶ農業体験などを行

うものでございます。

さらに、教育観光につきましては、東大演

習林との連携による森林や自然科学を通した

学習、あるいは文化、芸術を通した多彩な観

光資源の活用により、滞在型観光の推進を

図っていくところでございます。

３点目の、経済の活性化や、移住者が安心

して住める環境につきましては、農業と観光

の連携により、また、さらに定住化促進によ

り、地元消費額の増加と、経済の活性化につ

ながるものと認識をしているところでござい

ます。

移住者が安心して住める環境につきまして

は、もちろん市内における地域コミュニティ

の推進や、住居や仕事など、生活情報の収

集、あるいは発信などについて、北海道移住

促進協議会と連携をとりながら、支援体制の

拡充を図ってまいりたいと存じます。

また、具体的な中身につきましては、先ほ

どから今議員がお話ししている中身もござい

ますけれども、体験観光については、ＮＰＯ

のグリーンステージの連携によります形を進

めるもの、あるいは体験ツーリズム研修会の

開催、あるいは農業、観光連携グリーンツー

リズムガイド養成の講座を実施する、あるい

は農業体験のモデルツアーによる開催、これ

らについても具体的に進めていかなければな

らない大きな課題でもあると受けとめており

ますし、あるいは、団塊世代に対しては、ク

ラブツーリズムとの意見交換会なども範囲に

入れながら進めていく考えでございます。ま

た、エコツーリズム研修会の開催等もあわせ

て今後進めていかなければなりません。再度

申し上げましたけれども、北海道の移住促進

協議会につきましては、これは函館市長を中

心として、現在６１団体が構成団体として

入っておりまして、特に移住促進にかかる周

知、ビジネスモデル創出研究、移住促進に向

けた各施策の実施を行っている段階でござい

ます。

以上でございます。

２件目の、格差のない農業行政のあり方に

ついては、経済部長より御答弁をさせていた

だきます。

次に、経済部長石田博○議長（中元優君）

君。

－登壇－○経済部長（石田博君）

今議員の、格差のない農業行政のあり方に

関する御質問にお答えさせていただきます。

まず１点目の、東山、西達布地区のシカ対

策につきましては、農作物被害防止の保護対

策が必要と考えております。しかし、シカの

行動が広い範囲に及ぶことから、広域的な共

通認識のもとに取り組みを進めていくことが
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必要と考えております。したがいまして、今

後は、地域の農業者、関係団体及び周辺町村

との協議を進めながら、さまざまな補助事業

による取り組みを検討してまいります。

２点目の、シカ肉などの利用価値を高める

ための検討につきましては、捕獲または飼育

したシカを解体、加工し、商品として流通に

のせて売るためのシステムが必要となるとこ

ろであります。現段階では、そのシステムが

一般的に確立していないことから、本市とい

たしましては、具体的な計画がないのが現状

であります。しかし、今後は、肉だけでな

く、シカの利用価値を高めるために何をしな

ければならないか、また、販売の実現性など

について調査、検討していくことが必要であ

ると考えております。なお、シカ牧場での飼

育につきましては、大きな個体数の減少には

つながらないものと判断しておりますので、

引き続き猟友会の協力により駆除を続けてま

いりたいと考えております。

次に、２点目の認証制度につきましては、

安全、安心の基本は土づくりであるとの立場

から、土壌の適正レベルの維持が極めて重要

との認識のもとに、堆肥を用いた土づくりに

向け、市内で生産される堆肥の分析や、施用

試験を行ってまいりました。これらの分析結

果や市場調査をもとに、認証表示ができるよ

うに取り組んでまいりましたが、生産工程す

べての安全確認ができないこと、また、販売

サイドで認証シールを貼ることの同意が得ら

れないこと、また、市が認証したものに問題

が発生した場合の責任などを総合的に検討し

た結果、認証制度を導入することは困難であ

ると判断したところであります。

次に、国が進める適正農業規範につきまし

ては、生産から保管、出荷、消費までをカ

バーしなければ、食品の安全性は保障できな

いとの考えのもとに、最終産物の管理から、

生産段階の安全管理に重点が移行され、国に

おいても、平成１６年の農業生産の技術指導

において、安全、安心な産地における取り組

みの強化の面から、適正農業規範の実践によ

るリスク管理の周知徹底を図ると位置づけら

れているところであります。

消費者や市場よりの安全、安心な農作物の

生産のニーズは、今後ともより一層強く求め

られることが予想され、産地として生産体制

の確立が急務となっております。そのために

も、平成１５年度にスタートした安全、安心

農業推進事業として、衛生面に配慮した生産

に取り組む農業者や団体を支援し、消費者に

信頼される産地づくりを推進しなければなら

ないと考えております。そのために、従来の

認証制度にかえて、国が推進する、生産から

出荷までを管理し、文書化することで安全性

に努める適正農業規範に基づく取り組みに支

援をしていきたいと考えております。さら

に、これらの適正農業規範について、多くの

生産者や団体及び生産部会などが取り組むこ

とにより、消費者からの安全、安心への意欲

的な取り組みへの信頼を得るとともに、富良

野ブランドとして全国に発信していきたいと

考えているところでございます。

以上でございます。

次に、教育長宇佐見正○議長（中元優君）

光君。

－登壇－○教育長（宇佐見正光君）

今議員の教育行政についての通告をいただ

いた御質問に、聞き取りをさせていただいた

内容でお答えをさせていただきたいと思いま

す。

教育に対する基本的な考え方についてでご

ざいますが、教育は人づくりでございます。

特に富良野は、豊かな自然景観と開拓のフロ

ンティア精神を礎として、教育、文化、歴史

が築かれてきたと思います。その培われてき

たよさを継承して、富良野市の将来を担う子

供たちが、夢を持って、絶えずチャレンジす

ることを忘れず、将来、社会人になって、さ

まざまな分野に立ち向かうとき、恐れず、活

躍できる人間に育ってもらうことを基本にし

ながら、さらに市民一人一人が生涯にわたり

意欲的に学び、健康で心豊かな生活を送るこ

とができるよう、家庭、学校、地域社会との
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連携のもと、学校教育、生涯教育の推進、さ

らには芸術、文化、スポーツの振興に努めて

まいりたいと考えております。

特に、教育の原点は家庭でございます。家

庭は、子供が基本的な生活習慣を身につけた

り、成長する出発点として重要な場でござい

ます。子供の健全な心と体の成長が図られる

よう、家庭教育の充実に努めてまいります。

また、学校教育におきましては、子供たち

にとって、学習活動だけでなく、さまざまな

体験や経験を通じて、社会性を身につけ、個

性を伸ばす場、すなわち人格が培われると考

えております。

また、社会教育では、第５次社会教育、社

会体育中期計画に基づいて、生涯学習の原点

である、いつでもどこでもだれでもが学習で

きる機会の充実を図るとともに、市民だれも

がスポーツに親しむことができるよう、生涯

スポーツの振興に努めてまいります。

さらに、地域社会は、子供たちにとってふ

れあいの場であり、社会の仕組みやルール、

連帯感などを学ぶことができる重要な役割を

持っております。

今後も、家庭、学校、地域社会との連携の

もと、教育行政の推進に努めてまいります。

次に、家庭教育についてでございますが、

家庭教育はすべての教育の出発点でありま

す。近年、核家族化、少子化、物質的豊かさ

など、著しい社会状況の変化の中で、親の家

庭に関する考え方も変化してきており、放任

や過保護、過干渉、モラルの低下が生じるな

ど、家庭の教育力の低下が指摘されておりま

す。

このような中にあって、本年、第５次社会

教育中期計画を推進するに当たり、家庭の教

育力を高めるための家庭教育セミナーを市内

全小学校、中学校において開催予定でござい

ます。また、親と子の絆を深める講座といた

しまして、公民館において親子ふれあい講座

や、図書館では親子読み聞かせ会などの体験

の機会提供を図ってまいります。また、地域

が持つ教育力を生かした学社融合事業の展開

により、家庭、地域社会、学校及び関係団体

とのネットワークを図ってまいります。さら

に、子育て支援センターとの連携により、地

域で子育てを支援するための体制づくりと、

ネットワークづくりの支援などを積極的に推

進し、乳幼児期における家庭教育の充実に努

めてまいります。

次に、学校再編を今後どのように進めてい

くかについての御質問でございますが、御承

知のように、少子化による児童生徒の減少に

伴いまして、学校の小規模化が一段と進んで

きております。子供たちの社会性、自立性、

協調性を集団活動を通じて養うため、今後と

も保護者、地域、学校関係者と十分協議を行

いながら、共通理解と御協力を得て推進して

まいりたいと考えてございます。

以上でございます。

再質問ありますか。○議長（中元優君）

（「はい」と呼ぶ）

再質問あるようですけ○議長（中元優君）

れども、ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午後 ２時４０分 休憩

午後 ２時５０分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

今利一君の再質問を行います。

１番今利一君。

それでは、再質問させ○１番（今利一君）

ていただきたいと思います。

さきにも北議員や、あるいは日里議員が

おっしゃっていましたけれども、僕も同じよ

うな質問になろうかと思うのですけれども、

農業と観光をどう結びつけるかというのが見

えてこないというか、今、農業というのは、

市長も御存じのように、大型化されてきて、

どんどんどんどん単一的作物になってきてい

るというのが現状なのですよね。そういった

意味で、では観光がその中にどう入っていく

のか、あるいは農業が観光の中にどう入って
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いくのかという有機的な結びつきが何か見え

てこないのですよね。僕は例題の中に、今、

上士幌町のそういう例を挙げてみたのですけ

れども、ああいうふうに、こういうふうに農

業というのは結びつくよということをやって

も、地元では１０人ぐらいそんなの来たから

といってどうしようもならないのではないか

ということもあるのです。そういう部分が、

幾らかでも、どんどんどんどん回数がふえれ

ばふえるほど、農業と観光とがつながってい

くというのはわかるのですけれども、今、富

良野が大規模化されてきて、そういった中で

の観光と農業との結びつきがわからないとい

うか、僕にはちょっと理解できないのです。

そこら辺をもうちょっと詳しく教えていただ

きたいと思います。

食の観光に関しては、農産物の加工研究会

の方に、いろいろとやってくれているので、

そういったところに援助したいというのはよ

くわかるのですけれども、その中において、

一緒に含めていくような格好になると思うの

ですけれども、今度は東大演習林の話も出て

きました。農業と東大演習林と観光という格

好で三者が連携していけるような、そういう

システム、プロジェクトチームがあるのかど

うなのか、その辺の結びつきが、それも見え

てきていないのですよね。その辺も具体的に

教えていただきたいと思います。

次に、シカ柵に関して、作物の保護対策は

やらなければならないという基本的認識は一

致したような感じはするのですけれども、広

域的にやるということでありますよね。そう

なってくると、今、広域的な部分に関して、

そういうプロジェクトチームだとか、あるい

は話し合う段階になっているのかどうなの

か。当然、東部地区にはシカ柵ができつつあ

るということからすれば、何回も言っていま

すように、その被害がどんどんどんどん広

がっていく可能性はある。これは周辺市町村

にも同じようなことが言えると思うのですけ

れども、特に富良野市の、限定して言うなら

ば、東山、西達布ができていない。だとする

ならば、どんな格好でやっていくのか、早急

に対策を組むにはどうやってやったらいいの

かということをもう少し詳しく教えていただ

きたいのと、ちゃんとした、そう主張するの

であれば、きちっとしたプロジェクトチー

ム、あるいはそういった組織立ったものを今

やっていかない限り、非常に問題が大きく

なってから、どうしようということでは手遅

れになってしまう。先ほど言ったように、地

域間格差がどんどんどんどん生まれてくる可

能性があるという部分をきちっとやっぱり認

識しなければならないと思うわけです。その

辺をもう一度答えていただきたいと思いま

す。

シカ肉の関係に関しては、資源としての活

用はどうだという部分に関しては、シカ牧場

に関してはちょっと無理だけれども、ほかは

調査、研究をやるということなのですけれど

も、それはどういう調査、研究をやっていく

のか、どことどういう格好で、いつごろまで

やっていくのか、その辺を具体的に示してい

ただきたいと思います。

それと、認証制度のことに関しては、いろ

いろと問題があって、土壌の関係だとか、あ

るいは堆肥の関係で、富良野で独自の認証制

度に関してはとりやめた、できないというこ

とを言っておられたのですけれども、そのか

わりに、農業規範制度を取り入れてやってい

くのだと。僕は、問題なのはここだと思うの

ですよ。富良野には、これは何回も僕は言っ

ているつもりなのですけれども、富良野には

特徴ある農産物だとか、いっぱいあると思う

のです。安全だとか安心という部分に関して

は、これは本当に今は問題になっているけれ

ども、ごくごく一般的な部分に僕はなってく

ると思うのです、将来。これは５年後になる

か、あるいは１０年後になるかわからないで

す。安全だとか安心というのは当たり前の部

分になってくると思うのです。そうなってく

れば、みんなこうやっていきますよ。一番重

要なのは、富良野の農産物がどこに特徴があ

るのかという部分をちゃんととらまえるべき
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だと思うのです。僕は、無理くり認証制度を

当てはめてどうのこうのするつもりは毛頭あ

りません。甘いのだか、からいのだか、

しょっぱいのだか、その辺の部分をほかの地

域と比べて、あるいはほかのお米と比べて、

ここが特徴あるというふうな特徴をちゃんと

つかまえながら、そして売っていくことの重

要さをやっていかないと、それがブランドと

いうものでないですか。ところが、今部長が

言われるブランドというのは、全部一緒に

なってしまう可能性ありますよ。国がやるの

ですもの、みんなやる可能性はありません

か。どうなのですか、その辺。

その辺になってくればなってくるほど、富

良野農業が、今どこがどうなっているのかと

いう論点を避けてはだめなのですよ。きちっ

と原点を見つめて、それをやっていくという

のが僕は重要だと思いますよ。タマネギ一つ

とってみても、下地帯では、とれる地帯もあ

ればとれない地帯もあるのですよ。ところ

が、とれるところととれないところと、どこ

が差があるのか。そういう格好で、とれない

けれども、ここはしょっぱいだとか甘いだと

かからいだとかという、そういうことをちゃ

んと調査しながらものを売っていくような、

そういうシステムを構築していくことが、僕

は必要ではないのかなと、それが僕は富良野

のブランドになっていくのではないのかなと

考えます。その辺、お答え願いたいと思って

おります。

次に、教育のことに関してお聞きしたいと

思いますけれども、部長が何回も、教育基本

法についてはどうのこうのと、何回も聞きに

来られたのです。この辺、何かちょっとおか

しなことを言ったら外される可能性があるな

ということで、やっぱり外されてしまって、

ちょっと残念だなという感じはしているので

すけれども、僕は、一つは、教育というもの

に関しての、教育長が考えていることをお聞

きしたかったのです。ごく一般的なことを僕

は聞きたかったわけでも何でもないのです。

教育に関してこういう情熱を持っているよ、

これだから子供たちにこういうことを訴えた

いのだということを聞きたかったのです。そ

の情熱をちょっと教えてくださいよ。それ

が、たくさんいる子供たち、小さな子供たち

に伝わりますから、それが僕は重要と思いま

すよ。その情熱をちゃんと訴えていただきな

いと僕はだめだと思っておりますし、その辺

をお答えをいただきたいと思います。

以上です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

今議員の再質問に答○市長（能登芳昭君）

弁させていただきたいと思います。

再質問の内容は、農業と観光との結びつき

という御質問だと認識をいたしておりますけ

れども、私は、富良野の観光と農業の結びつ

きというのは非常に深い、このように認識を

いたしております。一つには、富良野の場合

は自然景観を生かすということですから、田

園、森林、山岳、こういう自然景観に恵まれ

た土地柄である。こういう基本的なことから

考えますと、当然、農業でとれた生産物が、

それが観光客として食べていただく、あるい

はおみやげとして持っていっていただく、そ

ういうことが一つにはつながっていきます

し、もう一つは、この田園風景があってこ

そ、観光客が訪れてくれる。こういう結びつ

きは、私はこれからも大切にしていかなけれ

ばならないし、そのためには、基本的に農業

を基盤としていくことが、富良野市がこれか

らも永続的に進めていく基本的な考え方だ

と、このように受けとめているところでござ

いますので、そういう観点からのとらえ方で

御理解を賜りたい、このように思います。

それから、東大演習林との結びつき等につ

いて、プロジェクト的なものを組んでやらな

ければならないのではないかという、こうい

う御質問だったと思うのですけれども、私は

これから、所信表明の中で、教育観光という

形を提起させていただきました。それには、

これから世界的にも、酸素欠乏的な要素が出

てくるだろうと。そうしますと、森林を大切
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にして、酸素をふやしていくようなことも考

えていかなければなりませんし、もう一つ

は、東大演習林があれだけの、２万４,００

０ヘクタールを持っていながら、この活用

が、現在私はされていないと。少なくともこ

ういう状況にある森林景観を生かした、もち

ろん学術的にも学問的にもすぐれた素材的な

ものがたくさんあるわけですから、こういう

ものを全国に発信して、見ていただく、そし

て学んでいただく、そういうことが観光とも

つながっていくことになるのではないかと、

そういう観点で考えているところでございま

すので、この点もあわせてひとつ御理解を賜

りたいと思います。

次に、経済部長石田博○議長（中元優君）

君。

今議員の再質問に○経済部長（石田博君）

ついてお答え申し上げます。

３点あろうかと思いますが、１点目のシカ

柵の件でございますが、これにつきまして

は、現在、議員御指摘のように、東部地区と

いうことで現在取り組んでいるところです

が、この問題につきましては、限定的な地域

の検討だけではどうしても無理があるのでは

なかろうかと。したがいまして、広域的な地

域、または広域的な地域を対象とした総合的

な計画がまず必要ではなかろうかというのが

１点目でございます。したがいまして、その

広域的な計画の上で、年次的、計画的、地域

的な取り組みが必要でなかろうかと考えてい

るところでございます。したがいまして、そ

の中には沿線市町村との協議、または山部、

東山、西達布を含めた地域もあろうかと思い

ますが、それらの協議、また、補助事業等々

による協議、その中からプロセスが出てまい

りまして、年次的なもの、費用的なものが算

出されてくるのでなかろうかということで考

えているところでございます。

それから、２点目のシカ肉の活用でござい

ますが、これにつきましても、現在、市内で

もグループの方、また研究会の方が、シカ肉

の活用を図りたいという御相談も実は賜って

いるところでもございます。ただ、いろいろ

超えなければならない法的な問題、それから

施設をどの程度にするか、また、それによる

費用はどの程度なのかというような問題もご

ざいます。上富良野にございます施設にも、

私ども取り合わせてございますが、ブタ専用

で、シカについては行わないという実は回答

もいただいてございますので、その辺も含め

まして、それらの研究会の方々とともに、私

どもと一緒にその辺の研究を行ってまいりた

いと考えてございます。

それから、３点目の認証制度のことでござ

いますけれども、御指摘のように、安全、安

心につきまして、もう消費者のニーズは相当

高まって、全国的なニーズになりつつある

と。ですから、ぜひ富良野地域としても、特

に野菜を主産地としている富良野におきまし

ても、この安全、安心は避けて通れない問題

でなかろうかと。その上で、今おっしゃられ

ましたように、それぞれの地域によっていろ

いろな特色があるものについては、積極的に

生産者の方も取り組み、また部会の方も取り

組んでいただいて、その特徴をつけていただ

く。そして、安全、安心であって、なおかつ

特徴のあるというものが、富良野ブランドと

いうことで全国に発信されればなと思ってい

るところでございます。

以上でございます。

次に、教育長宇佐見正○議長（中元優君）

光君。

今議員の再質問○教育長（宇佐見正光君）

にお答えをさせていただきますけれども、情

熱というお話を再質問にされましたけれど

も、先ほども御答弁をさせていただきました

けれども、将来を担う子供たちが夢を持っ

て、絶えずチャレンジしていただく、その中

で、子供たちが何事にも前向きで、自分の道

は自分で切り開いていくのだと、こういう強

い意志を持ってもらいたい、この辺を基本に

して進めていきたいと考えております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）
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（「了解」と呼ぶ）

以上で、今利一君の質○議長（中元優君）

問は終了しました。

次に、横山久仁雄君の質問を行います。

７番横山久仁雄君。

－登壇－○７番（横山久仁雄君）

さきに通告してあります順に従って、順次

質問をいたしてまいります。

さて、市長は、この４月の市長選挙におい

て、接戦の末、勝利を手にし、向こう４年間

の富良野市の行政執行を市民から託されまし

た。我が国の長引く不況と、政府の地方分権

に名を変えた地方切り捨て政策の中にあっ

て、地方自治体の財政は逼迫しており、選挙

戦を通じて、多くの市民は富良野市のこれか

らの行く末に大きな不安を感じていることを

市長は肌で感じとられたと思います。

多くの国民が、そして市民が感じている不

安の要因の多くは、今日の日本が抱えている

経済の低迷と、そこから脱却するための国の

確かな政策、そのいずれをも明示されないま

ま、税金、年金、社会保険料、さらには医療

費、介護保険料など、国民負担は確実に引き

上げられ、ますます市民生活は困窮の度合い

が深刻化しているからであります。加えて、

さきの国会で論戦となった、今日の小泉内閣

が進める行財政改革、構造改革、規制緩和政

策の多くは、弱肉強食社会を助長させること

となり、産業間格差、企業間格差、地域間格

差など、格差拡大の社会に一層の拍車をかけ

てきたからであります。その結果生じた事業

の倒産、リストラ、就職難などによって、市

民生活の個人格差もまた拡大しているのであ

ります。そうした中で、一攫千金の夢を見る

こともなく、額に汗をしながら、実直にみず

からの労働によってこれまで生きてきた多く

の勤労国民が、みずからの将来に不安を抱く

のは当然であります。過日の新聞では、この

５年間で、生活保護世帯は１.３倍にふえ、

１００万人を突破したと報じております。一

層の格差社会が進行しているのであります。

しかし、小泉総理は、ことし１月の通常国会

の答弁で、言われるほど格差はないと、そう

認識を示し、格差拡大の社会の中でこそ機能

させるべきセーフティネットとしての医療や

介護を初めとする社会保障政策は、逆に一層

後退しているのであります。政府の進める構

造改革の中で突出して進められているものの

中に、社会保障構造改革があります。本来、

社会保障の改革は、憲法２５条に規定され

た、すべての国民は健康で文化的生活を営む

権利を有する、国はすべての部面において、

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならないという、国民の

生存権を保障するための具体化であり、改善

されるものでなければならないと思うのであ

ります。

市長は所信表明の中で、すべての世代の

人々が住みなれた地域で安心して暮らせる、

人にやさしい町づくりを進めるとしていま

す。

そこで、市長に医療行政についてお伺いを

いたします。

第１点目は、今日の政府が進める医療政策

について、市長の認識、見解を求めるもので

あります。本来、医療政策は、さきに述べた

国民の生存権を保障することを第一の目的と

したものでなければならないものでありま

す。しかし、財政論から出発した医療改革

は、どのようにして医療費を抑制、削減する

かの視点だけが強調され、一方では、社会保

険料の引き上げを図りながら、国民のための

医療保障からますます後退をしているのであ

ります。医療を必要としている患者に対して

は、いわゆるホテルコストと言われる入院

料、食事料の原価負担を図り、そのことによ

る入院期間の短縮化を誘導、患者負担割合の

引き上げ、混合診療の導入など、受診抑制が

進められ、金の切れ目は命の切れ目が進行し

ております。

一方、医療機関には、医療供給体制の再編

成を図るとして、医療経済性の強化を求め、

経営基盤の弱い医療機関の淘汰を求めている

のであります。そのために、診療報酬、薬価
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基準の引き下げをする一方で、医師、看護師

の増員を求め、さらには病院機能の強化を求

めているのであります。さらに今日では、自

治体合併が強化され、それに伴った自治体立

病院の統廃合が進行し、医療機関が姿を消し

た地域が少なくありません。加えて、医師の

研修制度の導入がこれまで以上に地域の医師

不足を深刻にし、大きな社会問題となってい

ると思うのであります。また、これまで高齢

者介護を補完するとして、厚生労働省が強力

に推し進めてきた、医療機関に開設された長

期療養型病床は、向こう５年間で全廃するこ

ととなっております。ここでも医療機関の経

営を困難に陥れ、対応できない医療機関は廃

院を含め、市場からの撤退がささやかれてい

るのであります。今日進められている医療政

策は、地方からの医療機関や医師の撤退と都

市偏在に拍車をかけ、これまで営々として地

方自治体と住民が築き上げてきた地域医療

は崩壊の危機にあります。ここでも医療格差

は拡大をたどっているのであります。こうし

た医療政策は、多くの市民の期待の中で、１

９年４月にオープンが予定されている地域

センター病院の充実にも大きな影を落として

いるのではないかと危惧するものでありま

す。

以上述べてきましたように、住民の医療を

守る政策は、一人自治体の努力だけで解決で

きる状況ではないと理解しつつも、今日の医

療情勢について、市長の認識と見解をお伺い

をいたします。

あわせて、医師不足対策はもとより、診療

報酬改正に伴う看護師不足が顕在化をしてき

ております。このことは何に起因したものと

考えているのか、また、その対応についてお

伺いをいたします。

第２点目に、富良野市医療計画策定につい

てお伺いをいたします。

このことについて、私は、前任の高田市長

時代にも多くの議論をいたしてまいりました

から、その必要性については改めて申し上げ

ませんが、１７年度予算で計画策定に向けて

の調査研究費が計上され、決算ではその予算

が執行されております。市長も所信表明の中

で、遠隔地の住民や高齢者、医療弱者、救急

医療の充実、確保など、地域で安心して暮ら

せる地域医療計画を策定するとしておりま

す。計画策定に向けて調査、研究が予算執行

されて１年が経過いたしましたが、この間、

富良野市医療計画はどのようになったのか、

医療計画策定はどのようになってきているの

か、これまでの経過と、本市の医療供給につ

いての現状の認識についてお伺いをいたしま

す。

また、市長の所信表明では、地域医療計画

の策定となっておりますが、富良野市医療計

画の策定と、富良野市の、本市の医療計画で

あるという理解をしていいのか、お伺いをい

たします。

次に、介護保険行政についてお伺いをいた

します。

急速に進行する高齢社会の高齢者介護問題

に対応するために、介護保険は２０００年に

創設をされました。その背景には、世界に類

を見ない我が国の社会の高齢化があります。

それまで家族介護が中心であった我が国の高

齢者介護が、地域社会の変質化、核家族化の

進行によって、家族介護にまつわるさまざま

な事件や社会問題が取りざたされ、家族介護

が限界に達していることが国民の間で共通認

識となり、社会的介護システムが求められて

きたのであります。また、それまで高齢者介

護を支えてきた家族が、さまざまな理由から

介護が困難になり、自己解決の手段として、

本人が望まない医療機関への社会的入院が増

加し、これが医療保険財政を圧迫していたこ

との解消策でもあったのであります。

それから５年が経過し、制度見直しのとき

を迎えたのであります。しかし、この制度見

直しは、その創設の趣旨の変更、システムの

変更にまで及んだのであります。その詳しい

説明は省きますが、この見直しの中で、これ

まで介護が必要になったときのための社会的

介護システムから、現在は介護を必要としな
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い、将来必要とする期間を最小とするため

に、介護予防の強化へと幅を広げ、介護予防

の財源に介護保険財政を充てることとしてお

ります。その一方で、自治体の事業としてき

たこれまでの在宅介護支援センターを解消

し、介護予防のマネジメントから高齢者に対

する健康教育、健康診査、高齢者の実態把

握、総合相談及び支援など、多岐にわたる事

業を推進するために、地域包括支援センター

の設置が義務づけられております。このこと

は、これまでの介護保険行政は介護を必要と

する住民に向けられていたものが、今回の見

直しによって、現在は介護を必要としない、

かつ将来もできる限り介護を必要としないた

めの予防行政へと軸足を大きく移し、その対

象者は大きくふえたのであります。予防事業

の推進の要は、介護を必要としていない高齢

者の実態把握にあると思うのであります。具

体的にどのように把握されようとしているの

か。また、４月以降、既に２カ月を経過いた

しましたが、現在までどのように把握してき

ているのか、お伺いをいたします。

私は、安心、安全な高齢社会を築く上で、

決定的に重要なことは、地域コミュニティの

再構築にあると思っております。地域におけ

る高齢者の生活支援は、地域の介護力が重要

な役割を果たすことができるのではないかと

思うのであります。核家族の進行、価値観の

多様化、プライバシーの尊重などによる地域

社会の連帯感が薄れた中で、在宅の高齢者は

孤立感を深め、日常生活の困り事の相談さえ

できなくなっているのではないだろうかと思

うのであります。そのような中で、現実の問

題として、個々人の高齢者の生活支援が必要

か、あるいは介護予防が必要かなど、地域住

民の協力をなくしては、その実態把握は困難

であろうと思うのであります。地域コミュニ

ティや地域ネットワークの構築について、市

長の見解をお伺いをいたします。

以上、医療、介護の現状と課題についてる

る申し上げてまいりましたが、一方では、財

源移譲の伴わない中での地方分権の流れの中

で、自治体の自己決定、自己責任が問われ、

一方では自治体財政が逼迫する中での、住み

よい町づくりの具体化が求められているので

あります。そのいずれにしても、医療や福祉

はかかわっているのであります。市長はこれ

まで、選挙戦を通じて多くの市民に、福祉行

政に携わってきた経験を訴えられてまいりま

した。その経験を最大限に生かされた行政が

執行されることを、多くの市民は期待をして

いることを申し添えておきたいと思うのであ

ります。

３点目に、本市の市有財産の有効活用につ

いてお伺いをいたします。

市長はこのほど、富良野市未利用財産利活

用基本方針をまとめ、公表をされました。そ

の目的が、・迫する自治体財政を抱えて、財

源の確保のために、利活用の名のもとに、市

民の財産の売り払い処分を進めることが優先

されているように思えてなりません。私は、

売り払い処分を全面否定するものではありま

せんが、財源確保が優先されるとすれば、利

用価値の高いものからどうしても優先売却さ

れるのではないかという危惧をいたします。

また、将来計画が定められていない未利用地

が対象とされておりますが、市有地利用の将

来計画、社会情勢の変化、経済情勢の変化、

あるいは行政執行者の価値観などに大きく左

右される不透明な要素を含んでおります。相

当長期の将来像まで考慮されなければなりま

せん。現在、将来計画の定まっていないもの

の中には、寿光園の跡地も含まれ、さらには

今後の問題になるであろうセンター病院跡地

もあります。

そこで、お伺いをいたします。

第１点目は、利活用を進めるに当たって、

市長の基本的な考え方についてお伺いをいた

します。

２点目は、公有財産の有効活用とは、具体

的にどのようなことなのか、見解をお伺いい

たします。

３点目に、公有財産の処分を進めるとは、

具体的にはどのようなことを指すのか、見解
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をお伺いをいたし、第１回目の質問を終わり

ます。

あらかじめ会議時間を○議長（中元優君）

延長いたします。

御答弁を願います。

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

横山議員の御質問にお答えをいたします。

１件目の、政府の進める医療対策、医療政

策につきましては、医療費の削減を図ること

を目的として、低医療費対策を掲げ、その一

つとして、年々点数制度の改革が進められて

まいりました。本年４月から、医療薬価基準

の点数が平均３.１６％引き下げられており

ます。このことは、結果的に病院、診療所の

収入減につながり、病院、診療所の経営に影

響を及ぼし、このことが進行することによ

り、特に地域における病院、診療所は、サー

ビスの低下とあわせ、経営そのものが危機に

陥ることも懸念されているところであり、政

府の医療政策に対し、私も憤りを感じるもの

でございます。そのため、市といたしまして

も、医師の確保を含め、積極的に道選出国会

議員や北海道市長会を通じて、関係省庁への

要望を行ってまいります。

２点目は、地域医療についての医療従事者

の不足の起因と対策でございますが、平成１

６年度から医師の新研修医療制度がスタート

し、２年が経過をしたところでありますが、

後期研修の時点で、地方病院には医師が戻ら

ない現象の実態にございます。研修医は、症

例が多い、民間を含めた都市部の大病院に集

中する傾向があり、その結果、地方の医局で

は医師不足が顕著であり、地域に派遣してい

る医師の引き上げが如実にあらわれていると

ころであります。このことは、結果的に都市

型に集中するための新研修医制度であったも

のと認識しているところであります。研修終

了後、地域での医療不足解消の一つとして、

地域で数年間働くための義務づけ等の要望も

含め、関係省庁に対し要請してまいりたいと

考えているところでございます。このことを

踏まえまして、北海道に対しましては、地域

医療充実にかかる医療専門技術者の確保対策

についての要望書を提出しておりますし、医

師確保対策につきましても、去る６月の２１

日に、富良野医師会長とともに旭川医科大学

に、翌２２日に北海道大学医学部に赴き、そ

れぞれ医師派遣や固定医の要望をしてまいり

ました。医療制度に対しましては、道選出国

会議員や北海道市長会を通じて、関係省庁へ

の要望を強く行ってまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。

また、看護師等の充実につきましては、看

護師の確保対策と、医療レベルの向上対策と

いたしまして、現在、市では看護職員養成修

学資金の貸付制度を実施しているところでご

ざいますが、今後も制度の見直しを図りなが

らも、継続してまいりたいと、このように考

えているところでございます。

次に、富良野市地域医療計画のその後の経

過と現状認識についてでございますが、平成

１７年度は、道外の先進地事例調査、基礎調

査等を行っておりますので、現在、本年度中

に策定すべく、事務作業を進めているところ

でございます。

医療計画は、医療法第３０条の３の規定に

基づきまして、既に北海道が策定をされてお

りますので、本市における地域医療の指針と

して、これから策定する地域医療計画は救急

医療、病病、病診連携、小児救急医療、災害

時の保健医療対策、遠隔地の医療、在宅医

療、地域センター病院の役割など、地域医療

の充実を目指すための具体的な考え方を盛り

込んで、策定する考えでございます。市の医

療計画として理解していただきたいと存じま

す。策定に当たりましては、富良野医師会な

ど、関係機関との連携を図り、取り組んでま

いりたいと存じます。

２件目についての介護保険行政について

は、保健福祉部長からお答えをさせていただ

きます。

３件目の行政改革につきましては、総務部

長よりお答えをさせていただきます。
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以上であります。

次に、保健福祉部長高○議長（中元優君）

野知一君。

－登壇－○保健福祉部長（高野知一君）

横山議員の、地域包括支援センターについ

ての質問にお答えをいたします。

介護保険制度は、施行後５年をめどにし

て、制度全般について検討が行われ、さまざ

まな制度改正がなされました。その一つが、

先ほどもありましたように、予防重視型シス

テムへの転換であり、その役割を担うのが地

域包括支援センターでございます。地域包括

支援センターは、基幹型在宅介護支援セン

ターと地域型在宅介護支援センターを包含

し、本年４月からスタートしてございます。

高齢者の生活機能の低下を早期に把握し、住

みなれた地域での生活を継続できるよう、総

合的な包括的なマネジメントを行うことにな

ります。今後は、総合的な相談窓口となり、

要支援者、特定高齢者の実態を把握すること

が重要と考えております。現在、在宅介護支

援センターはなくなりましたけれども、現

在、市内にあります居宅支援事業者、あるい

は保健婦による訪問活動、窓口における相

談、電話による相談等々に応じながら、実態

把握に努めているところでございますので、

これから改めて関係機関と連絡調整をしなが

ら、事業の充実、推進を図ってまいりたい

と、このように思っております。

介護予防の事業の推進に当たりましては、

要支援、要介護のおそれの人を対象に、各種

予防事業を取り組むには、保健、福祉、医

療、介護の専門職、関係機関相互の連携を図

ることが不可欠であると考えております。現

在取り組んでおります地域ケア会議、また、

地域のさまざまな社会資源、人的資源との連

携を深めながら、より広範なネットワーク化

を推進し、地域における生活支援をしてまい

りたいと思います。

以上でございます。

次に、総務部長下口信○議長（中元優君）

彦君。

－登壇－○総務部長（下口信彦君）

３点目の行財政改革について、市有財産の

有効活用についてでございます。

市有財産につきましては、市の行政事務を

行うため、重要な財源でありますが、現状で

は、用途廃止などにより、市有財産の遊休化

が一部に生じ、これらを有効に活用すること

が重要な課題と認識してございます。

このたび制定いたしました富良野市未利用

財産利活用基本方針につきましては、これら

の財産を積極的に利活用するための基本的な

考え方と、個別未利用財産の利活用方針の策

定を明らかにしたものでございます。この基

本理念といたしましては、市民への未利用財

産に関する情報の公表により、公平、公正で

透明性のある利活用処分を推進いたしまし

て、公有財産の積極的な有効活用を図ろうと

するものでございます。

公有財産につきましては、市民共有の財産

でありまして、その活用に当たりましては、

市民のための公共の用に活用することが最も

適切なことと考えております。しかし、廃道

敷地や旧教員住宅など、用途廃止をした財産

では、その立地条件などにより、民間に売却

処分し、有効に利用していただくことがふさ

わしい場合もございます。また、将来構想な

どにより、当面の間、市として利用しないま

ま保有する財産などは、公平、公正を確保し

た上で、営利目的による貸付も含め、民間へ

の貸付による有効利用も必要と考えている次

第でございます。今後、遊休化し、未利用と

なった財産につきましては、効率的な行政運

営の視点からも、単に資産保有のみが目的と

ならないよう、市民ニーズなどを踏まえまし

て、順次、個別個々の未利用財産につきまし

て、未利用方針を検討し、公共のための活用

を優先しつつ、民間への貸付、売却による処

分など、幅広い有効活用を推進していく予定

でございます。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（中元優君）

（「ありません」と呼ぶ）
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以上で、横山久仁雄君○議長（中元優君）

の質問は終了いたしました。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（中元優君）

終了いたしました。

明４日の議事日程は、お手元に御配付のと

おり、宮田均君外４名の諸君の一般質問を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

午後 ３時３４分 散会
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